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○議事日程 
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      （諸般の報告） 
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選挙管理委員会事務局長 

佐々木   斉 君 

税 務 課 長 松 尾 まゆみ 君 社会福祉課長 水 上 修 一 君 
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学校給食課長 片 平 英 樹 君 社会教育課長 浅 野 謙 司 君 
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       午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（戸澤義典君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら令和６年第３回美幌町議会定例会第１５

日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（戸澤義典君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、６番上杉晃央さん、７番稲

垣淳一さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（戸澤義典君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（小室保男君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、配付してお

ります議事日程のとおりであります。 

 朗読については、省略させていただきま

す。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第１３号から 

      議案第３６号まで 

○議長（戸澤義典君） 日程第２ 議案第

１３号美幌町会計年度任用職員の給与等に

関する条例等の一部を改正する条例制定に

ついてから、議案第３６号令和６年度美幌

町病院事業会計予算についてまで、以上の

２４件を議題とします。 

 第１４日目に引き続き、質疑を行いま

す。 

 議案第２９号令和６年度美幌町一般会計

予算について質疑を許します。 

 初めに、第１１日目の４款衛生費におい

て、伊藤議員から農村ごみ収集運搬業務委

託料に関する質疑があった件について、理

事者側から答弁の訂正の申出がありますの

で、発言を許します。 

 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） 予 算 書

１４１ページ、４款、２項、１目、１２節

衛生費、清掃費、塵芥し尿処理費のうち、

伊藤議員より御質疑のございました農村ご

み収集運搬業務委託料９８３万２,０００円

の農村ごみ収集の積算根拠について。 

 積算区分の各項目中に諸経費を含めた金

額を御説明させていただいたところでござ

いますが、分かりづらい点がございました

ので、諸経費を外出しした金額として、次

のとおり訂正させていただきたいと思いま

す。 

 人件費６３０万６ ,０００円のところ

４５４万８,０００円に、車両費１３６万

９,０００円を１０３万７,０００円に、燃

料費１２６万３,０００円を９５万７,０００

円に訂正させていただきまして、諸経費と

して２３９万６,０００円を追加させていた

だくものでございます。 

 なお、消費税８９万３,８００円、合計金

額９８３万１,８００円については変更ござ

いませんが、こちらの合計９８３万１,８００

円を９８３万２,０００円として予算計上さ

せていただくことになってございますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 会議規則第５５条

ただし書の規定により、特に発言を許しま

す。 

 ９番伊藤伸司さん。 

○９番（伊藤伸司君） 訂正の単価は分か

りました。いま一度、確認だけさせていた

だきます。 
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 人件費として８時間で１万２,０００円と

出ていたものが、１日当たり５時間で１万

２,０００円になっておりますということで

すね。 

 現実的に、年間トータルで考えるのかも

しれないのですけれども、５時間しか実働

しないということで、間違いないのです

ね。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） ただいま

の御質問でございますけれども、運転手

１日、公共工事設計労務単価１万９,２００

円に対しまして、８時間の勤務時間のうち

５時間の労働というところでの積算でござ

います。 

 こちらにつきましては、日々、何時間働

くかという変動はございますが、１年間通

しまして、基本的には５時間労働というこ

とで、確認してございます。こちらは、事

業者にも確認させていただき、計上させて

いただいているものでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） それでは、歳出に

ついて、事項別明細書の款及び項ごとに進

めてまいります。 

 １０款教育費の質疑を行います。 

 １項教育総務費、１８２ページから１８７

ページまでの質疑を許します。 

 ５番宮崎奈津江さん。 

○５番（宮崎奈津江君） 予算書１８５ペ

ージ、１０款、１項、３目、７節教育費で

す。 

 各種研修等報償１９４万９,０００円の研

修内容について、特別支援教育に係る研修

等はこの中に含まれているか、質問いたし

ます。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 特別支援教育の研修に係る費用につきま

しては、教員を対象に道費並びに町費で研

修旅費の予算を措置しているほか、町が開

催する研修会の費用として、講師報償１万

１,０００円、１万１,０００円掛ける１回

分を計上しております。 

 また、特別支援教育支援員を対象としま

して、オホーツク教育局の指導主事等を講

師として招いた研修を年に１回開催しまし

て、資質・能力向上に取り組んでいる状況

にあります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ５番宮崎奈津江さ

ん。 

○５番（宮崎奈津江君） 研 修 費 が １ 万

１,０００円ということで非常に少ないので

すが、道費で研修費は幾らぐらいあるの

か、また、この研修はいつぐらいに行われ

ているのか、教えてください。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） こちらの

事業費、報償費の中では１万１,０００円と

答弁させていただきましたが、これ以外

に、旅費としまして道費で３６万円を計上

しております。 

 それぞれ、特別支援に関する研修会だと

か、協議会の研修会、実践研修会、あとコ

ーディネーターの基本コース、北海道特別

支援教育振興協議会の研修会など、年間を

通しておおむね２か月に１回、分散して実

施しているのが現状でありますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ５番宮崎奈津江さ

ん。 

○５番（宮崎奈津江君） 何回かではなく

て、いつ頃かという質問なのですけれど

も。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 年間通し

て２か月程度になるのですが、先ほどの５

種類について。 

 まず、管理職のための特別支援教育に関

する研修会、こちらは札幌市になりまし

て、おおむね５月開催になります。 

 オホーツク管内での言語障害の教育研究
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協議会研修会につきましては６月から７

月、特別支援学校の教育実習研修会につき

ましては８月、コーディネーターの基本講

習につきましては１０月、協議会の研修会

につきましては１２月から１月という形

で、おおむね１か月から２か月ぐらいで開

催しております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ５番宮崎奈津江さ

ん。 

○５番（宮崎奈津江君） コーディネータ

ーとか特別支援学級に配属される先生は、

初任の先生や期限つきの先生もいらっしゃ

るかと思います。 

 特別支援教育に関わっていらっしゃらな

い先生がいきなり４月から来て、特別支援

のお子さんに関わるというのは非常に大変

なのですけれども、その辺で工夫されてい

ることはありますか。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 当然、特別支援につきましては、管理

職、普通学級の担任も含めて、全体で支援

していくという形を取っております。 

 管理職もそうですが、特別支援の教員は

当然、人事異動があります。それまでにい

らっしゃる先生は今、町内で３７名いるの

ですが、経験あるベテランの先生が、新し

く来られた先生をフォローしております。 

 また、町費で予算措置しております特別

支援員も現在２８名いるのですが、この中

で町内の様々な研修を含めて、また、新し

く来られる先生については、長いベテラン

の先生が研修をしながら、全体で対応して

いるという状況にありますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） １０款、１項、３

目、１８節の美幌高等学校教育支援事業補

助金１,４６２万９,０００円について。 

 平成３１年度から令和５年度の事業内容

及び積算内容を御説明いただきたいと思い

ます。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 美幌高等学校教育支援事業補助金の事業

内容及び積算内訳、また、平成３１年度か

ら令和５年度の実績見込みという御質問で

ございます。 

 別紙に詳細を記載しておりますので、８

ページを御覧いただきたいと思います。 

 美幌高等学校教育支援事業補助金、令和

６年度予算額１,４６２万９,０００円であ

ります。 

 補助内容としましては、①美幌高校の寄

宿舎、報徳寮に入寮している生徒の生活支

援と生徒への寮確保、②道内外における生

徒募集のためのＰＲ活動、③進路実現のた

めの学習環境及び学力向上支援、④美幌高

校の魅力づくりとＰＲにつながる活動支

援、⑤生徒下宿費支援、⑥農業科実習服に

係る支援、以上の６項目を補助しているも

のでございます。 

 次に、補助の内訳であります。 

 （１）寄宿舎、報徳寮費及び運営費補助

２２０万円であります。 

 報徳寮に入寮している生徒の生活支援と

生徒への寮確保を目的に補助を行っている

ものでございます。 

 ①入寮者、保護者への生活支援を目的

に、寮費月額５万円のうち１万円を補助す

るもの、②入寮者の寮費から運営費、食費

を除いた不足額を補助するもので、令和６

年度は入寮者２１名を見込んでおります。 

 積算の１段目、①に該当する分としまし

て、入寮者からの収入９６０万円から本来

の寮費収入１,２００万円を差し引いた額が

２４０万円、２段目にあります②に該当す

る分としまして、入寮者の収入９６０万円

に、町からの寮費補塡分２４０万円を加え
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まして、運営費の見込み１,１８０万円を差

し引きますと２０万円の黒字となることか

ら、①と②を相殺しまして、２２０万円を

補助するものでございます。 

 続きまして（２）生徒募集推進事業補助

５３万８,０００円でございます。 

 道内外における生徒募集ＰＲ活動のため

の補助であります。 

 学校紹介のポスターや学校案内パンフレ

ットの作成、広告の掲載費などの補助とな

っております。 

 続きまして（３）進路実現のための学習

環境及び学力向上支援２９０万９,０００円

であります。 

 ①学習環境整備（オンライン学習利用

料）につきましては、生徒の自宅学習支援

としまして、オンライン授業でありますス

タディサプリの利用料を補助するもので、

全生徒を対象に補助しております。 

 ②模擬試験・検定試験費用補助でありま

す。 

 生徒は、進学や就職の進路実現に向け

て、様々な模擬試験や検定試験を受験して

おります。 

 全生徒必修の模擬試験や数学検定、英語

検定、また、簿記や農業技術検定等の費用

につきまして、生徒１人当たり年間１万円

を上限に支援するものでございます。 

 次に、９ページの（４）魅力発信事業補

助５０２万４,０００円であります。 

 こちらは、美幌高校の魅力づくりやＰＲ

につながる活動への支援となります。 

 ①商品開発等事業では、町内小中学校へ

の食育活動、開発商品のＰＲや販売会への

参加費としまして５０万円を、②地域みら

い留学参加費では、地方公立高校を結ぶ全

国合同の学校説明会でありまして、都道府

県の枠を超え、都会から生徒を確保するた

めの学校ＰＲ活動への参加料の補助となっ

ており、参加料と対面式説明会の旅費を計

上しております。 

 なお、令和６年度から新たに大阪会場が

追加となったことにより、出展料及び旅費

の追加を行い、地域みらい留学参加経費と

しまして、２０３万８,８００円を計上して

いるものでございます。 

 ③道外生徒帰省費補助は、道外から入学

した生徒の自宅への帰省費としまして、女

満別－羽田間の航空機運賃往復分につい

て、夏、冬の２回、９人分を見込み、１６

９万６,３２０円となっております。 

 ④部活動強化支援事業では、部活動につ

きましては、学校の魅力化の一つであると

いうことから、本町を代表する地域スポー

ツでありますクロスカントリースキーの競

技力向上を図るため、外部指導者を招集し

まして、指導を実施した際の経費について

補助するもので、町内外の外部指導者とし

まして、合計７８万８,７００円を見込んで

おります。 

 次に（５）生徒下宿費支援２２８万円で

あります。 

 報徳寮につきましては、令和４年度の改

修により、１階に男子生徒が１６名、２階

に女子生徒が１６名、入寮することができ

ます。 

 令和６年度の入寮希望者は、男子生徒

２２名、女子生徒６名ということで、男子

６名につきまして定員超えとなることか

ら、新たに町内で民間下宿を開設していた

だける方を探し開設のめどがついたため、

下宿代の月６万円と報徳寮の寮費４万

１,０００円の差額１万９,０００円を補助

することにより、保護者負担分を寮費と同

額にするものでございます。 

 内訳としまして、従来から依頼しており

ます既存下宿、三橋荘２名分、１万９,０００円

掛ける１２か月で４５万６,０００円、新規

下宿としまして、西２条北２丁目にありま

すスタディハウス美幌という名前になりま

すが、８名掛ける１万９,０００円掛ける１

２か月で１８２万４,０００円、計１０名

分、２２８万円を予算計上しているもので

ございます。 
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 続きまして、１０ページになります。 

 （６）農業科実習服に係る支援１６７万

８,０００円であります。 

 みらい農業科につきましては、実習服や

長靴など入学時に用意しなければならない

物が多く、費用負担が大きくなることか

ら、実習服などを現物支給して、保護者の

負担軽減を図るものであります。 

 令和６年度につきましては、新たに防寒

服を拡充しまして、実習服や帽子、長靴

等、３０名分を見込んで計上しておりま

す。 

 最後に、美幌高等学校教育支援事業補助

金の過去５年間の支援実績につきまして

は、表に記載しておりますので、御確認い

ただければと思います。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） それでは、何点か

質問したいと思います。 

 まず、生徒募集のポスター、パンフレッ

トというのは、高校ですから、基本的には

中学校に配付したり、掲示をしているとい

うことで受け止めてよろしいのでしょう

か。まず、それが１点です。 

 次に、地域みらい留学の参加経費という

ことで、新たに大阪の説明会場を加えると

いうことなのですけれども、今回、大阪を

追加するということですから、関西圏から

の入学ということも期待できると思いま

す。 

 東京圏でやっていたら、東京だけの子供

ではないと思うのですけれども、今まで東

京でやっていて、この東京圏だけでなく

て、関西圏から美幌高校に来られる方とい

うのは。東日本、西日本と分けるのは変な

感じですけれども、これによって、関西

圏、西日本側から生徒募集に結びついてい

る状況があるのかどうかということです。 

 それと、その下の道外帰省補助金につい

て。 

 これは、本当にありがたい制度だと思う

のですけれども、令和５年度以前で全員利

用しているのかどうか、その辺の状況を。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 御質問の

３点について御答弁させていただきます。 

 まず、生徒募集のパンフ等の配付先でご

ざいます。 

 こちらは、８月３日、４日、２３日、

２４日に、美幌高校の校長先生、教頭先生

及び私ども教育委員会の教育長もしくは部

長、課長で班に分かれまして、網走方面、

北見方面の中学校３４校に訪問しまして、

説明をしてポスター、パンフレットを配っ

ている状況にあります。 

 また、７月１８日、１９日の２日間、美

幌高校で実施しておりますオープンスクー

ルは、管内の小中学校も含めてみらい留学

を聞いたり等々しているのですが、こちら

でもパンフレット等々を配付している状況

にございます。 

 ２点目のみらい留学について、今までの

関西圏からの入学状況でございます。 

 実は、このみらい留学は令和３年度にス

タートしまして、令和４年度が２名、令和

５年度が３名、令和６年度が６名というこ

とで今、１１名がみらい留学で入学、希望

も含めて入っている状況にあります。 

 関西圏につきましては、令和５年度に大

阪から１名、令和６年度につきましても１

名ということで、既に関西圏からは２名入

学しております。ですので、ぜひこちらも

令和６年度から実施したいということで、

追加しております。 

 補足になりますが、令和５年度は、全国

１１１校のうち北海道は１８校でございま

す。 

 このみらい留学に参加しまして、非常に

大きな成果を上げておりますので、ぜひ、

今後も首都圏から美幌高校を受験していた
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だきたいと思い、こちらの予算を計上して

おります。 

 最後の帰省に係る飛行機の旅費、昨年度

は２名分を計上しておりますが、２名とも

夏、冬に実施しておりまして、非常に助か

っている、ありがたいという声を聞いてい

るのが実情でございます。 

 以上、御答弁させていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇君） それでは、説明

資料の中でお聞きしたいと思います。 

 まず、（１）と（５）を絡めて、寄宿舎

と下宿先について。 

 私が聞くところによりますと、寄宿舎、

寮に入っている男の子が、女子寮ができた

ばかりに居づらいと、そこを出て下宿に移

った方がいるということなのです。 

 これを踏まえて、お聞きします。 

 つくり方は、上と下に分かれているので

すけれども、まだまだ女の子もお願いした

いという思いであれば、どこかでしっかり

した区別のつくり方、同じ寄宿舎の中でも

はっきりと、同じ出入口でないような方策

も今後、出てくるのかなと思うのです。 

 今、いろいろな募集などもやっています

ので、そのようなことをこれから考えてい

かなければならないのかなと、その予算を

取れるのかどうかということをお聞きした

い。 

 それと（２）と（４）の②も絡めて。 

 募集要項は分かりました。ポスターのつ

くり方もよく分かりました。頑張ってくれ

ているなと。 

 ただ、道外からのあらゆる枠などがある

と思うのです。この中でもう少し柔軟に対

応できるよう、北海道教育委員会へ行く。

私は、そのような要望事項の旅費を、もっ

ともっと（２）推進事業の中に入れてほし

い。 

 これは、１回、２回行ったって変わるも

のではないと思っているのですよ。やは

り、この辺の枠組みを取っていただけるよ

うな仕組みというか、旅費を取っていただ

いて、例えば、東京だとか、大阪だけでは

なく沖縄だとか。 

 多分、沖縄の子たちは、北海道に憧れる

と思うのです。そのような部分も利用し

て、同じようなやり方をやっている高校が

あれば、そこをリサーチして、どのような

ところからどのようにと。 

 例えば、町立でやっている隣の町だと

か、仕組みはちょっと違いますけれども、

あれはどのようにしてうまくいっているの

か。生徒あるいは講師が、何を求めて来て

いるのかをリサーチしていただいて、もう

少しここに反映していただければなと思い

ます。 

 それと（４）の④部活動強化支援につい

て。 

 一応、スキーだけになっていますけれど

も、美幌の子供は、小学校からバスケット

あるいはラグビー、スキー、陸上、あとは

金管バンド、全国へ行ったりと相当活躍し

てくれているのです。これをうまくスライ

ドして中学校、そして高校へ、ここだと思

うのです。 

 これもやはり外部指導者の充実、僕は、

高校までつながるような外部指導者という

のは必要だと思うのです。そのための予算

をもっと組んでいただけないのかなと思い

ます。 

 また、話はずれますけれども、（１）に

戻ります。 

 土曜、日曜、祝日は、御飯が当たらない

はずなのです。まして、寮を出てきた子供

にお話を聞くと、肉料理があまり出ない

と。やはり、若い子は肉が食べたいので

す。 

 例えば、寄宿舎にそのような支援をする

のであれば、土日祝日の食べ物、少しでも

いい、何か食べられるような。あるいは、
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肉が食べたいというのであれば、肉の日を

提供してあげられるようなお金を出してあ

げるだとか、それこそ、充実した子供たち

の健康も見られるのかなと思うのです。 

 ただ、お金を出せ出せといっても、今の

財政の中では非常に難しい。 

 最後に（６）の実習服５万５,０００円が

高いというのは分かるのですよ。やはり出

してあげたい。でも、私は、半額でもいい

と思っているのです。 

 普通科の子供からしたら、何もないのか

と。平等性に欠けると思うのですよ。負担

なのは分かります。全部出せとは言いませ

ん。せめて半額に抑えて、その浮いたお金

を少しでもそちらに回して、もっともっと

充実していただけるようなお金の使い方と

いうのはできないのでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） ５点の御

質問について御答弁させていただきます。 

 まず、寄宿舎について。 

 具体的に、入った後に集団生活がうまく

いかないという理由で、実際に入っていた

方から私どもも御相談を受けて、先ほど説

明させていただきました既存の下宿先に移

っていただき、その後は滞りなく下宿生活

をしていると聞いております。 

 あと、建物を完全に分離することについ

て。 

 今、１階は男子１６名、２階は女子１６

名ということで、実は、今回２２名で６名

ほどあふれるというときに、２階部分を一

部改修するだとか、増築する部分も含め

て、道教委と何度か調整をさせていただい

ております。やはり、増築するとなると、

それなりの年数というか日数がかかるもの

ですから、まずは、町内で下宿を開設して

いただける方を昨年の暮れから大至急探し

ました。何とか、今回につきましては、そ

こで対応していただけるということで安堵

したところでありますが、入学者数も増え

てきている状況にあります。 

 また、今、２階の女子寮は、１６名のう

ち５名という状況ですので、１１名分が空

いている状況にもございます。 

 男子と女子を完全に分離するという最低

限の部分もあるのですが、今後、同じよう

な状況になるなど、その辺を含めて、今後

の報徳寮については、引き続き道と協議し

てまいりたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 次に、地域みらい留学の部分でございま

す。 

 いろいろな形で補助を行ってきまして、

確かに、北海道の魅力を含めて最大限ＰＲ

してきました。大原議員がおっしゃるとお

り、沖縄だとか、九州だとか、今、東京、

大阪と関西まで広げました。まだまだコロ

ナ禍で、今もコロナが続いておりますが、

北海道という広い大地で勉強したいという

方がいます。 

 私もリモートで参加した中で、もっとも

っと魅力を発信していけば、留学生数は増

えるのではないかなと思っています。 

 当然、そこの旅費についてもしっかり対

応して、教育長を含めて道教委に出向き、

何が効果的なのかということをしっかり検

討してまいりたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 続きまして、部活動の強化支援でござい

ます。 

 昨年からクロスカントリーの部分を補助

しております。 

 美幌町では、石田正子選手に通常はメニ

ューを考えていただいたり、帰省したとき

に高山トレーニングということで、雌阿寒

岳だとか、斜里岳だとか、一緒に登ってい

ただき、通常の登山ではなくて、アスリー

トにとってどのように登山していけばトレ

ーニングになるかだとか、夏は、ローラー

スケートで郊外を一緒にトレーニングして

いただいています。 

 また、正直な話、都会に比べて交通量も

少ないので、非常に練習には最適だという
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お話も受けております。 

 あと、コーチも津別を含めて十勝岳、旭

岳等々、そちらでもトレーニングしている

のが現状でございます。 

 高校の部活動も、中学など義務教育と同

時に地域移行を進めている状況でございま

す。まだまだ進んでおりませんが、大原議

員がおっしゃるように、当然、外部講師と

いうのはこれから必要になってくると思わ

れます。 

 現在、一番早く進められるのではないか

なと思っているのが、弓道部でございま

す。 

 実は、美幌中学校の弓道部には教える先

生がいないということで、私どもも探して

いる状況にあります。役場職員ＯＢだと

か、今はなくなっている状況ですが、昔、

美幌町にも弓道クラブというものがありま

して、まだまだ教えられる先生はいるので

はないかということで、探しております。 

 美幌高校の弓道部も強いですし、美幌中

学校についても、全国に出場する選手も出

ておりますので、私どもで何とか連携を取

って、ここの連携がうまくとれれば、弓道

を通じて美幌中学校から美幌高校に進学と

いうのも、もっともっと見えてくるのでは

ないかなと思っております。 

 答弁とは少し違うのですが、令和６年度

の入学希望者というか、昨日、入学発表が

ありまして、４年ぶりに普通科が４７名と

いうことで、２クラスを達成しました。 

 また、入学希望者数につきましても７２

名ということで、こちらは、５年ぶりに

７０名を超えております。 

 先ほどの中学校のお話でございますが、

北中、美中から美幌高校への進学希望につ

いて、令和４年度は約２５％だったもの

が、令和６年度は３５％となっておりま

す。 

 人口が減少している中で、当然、卒業生

も減少しておりますが、１割も増えている

というのは、やはり今までの補助金など、

取り組んできた成果もあるのではないかと

思っております。 

 ただ、定員１２０名に対して７０名とい

うことですから、まだまだ定員には達して

おりませんので、今後もよりよい魅力づく

りをして、発信していかなければならない

のではないかなと思っております。 

 あと、土日祝日の報徳寮における食事で

ございます。 

 肉が少ないというのは、正直、私は初め

て聞いたのですが、土日は皆さんで持ち寄

って食堂で食べたり、お弁当を買ったりと

いうお話も聞いております。お弁当が多い

という話も聞いております。 

 やはり、食の部分というのは、学生生活

で非常に大切な部分でございます。正直、

私にはそこの視点がなかった部分もありま

すので、そこをしっかり検討して、平日に

限らず、土日祝日についても対応を検討し

てまいりたいと思っております。 

 最後に、実習服でございます。 

 こちらは、令和４年度まで間口確保対策

補助金ということで、５００万円ほど予算

計上しておりまして、農業科の入学者に１

人１０万円という形でお渡ししていた経過

もございます。 

 正直、お金をお渡ししても、なかなか効

果がないのではないか、目に見える形で何

か支援できないかということで、タブレッ

トだとかを。 

 また、農業科については、入学の際に準

備する経費が非常にかかるということで、

補助しているものでございますので、御理

解をお願いしたいと思います。 

 以上、御答弁させていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） 一番最初、美幌

高校連絡協議会でしたか、みんなで集まっ

てやる会議がありましたよね。その中での

事業から見ると、やはり相当進んできたな
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と、いい方向に進んでいるなと、これを見

たら分かりました。 

 ただ、やはり子供のための補助金ですか

ら、大人のための補助金ではない。大人と

いうか親のための。その辺をしっかり見極

めて、先ほど言いましたように、子供たち

が何を求めているのか、その辺もしっかり

リサーチしていかないと。 

 例えば、先ほど言いましたけれども、ク

ラブで遠くへ行きたくない子もいるので

す。わざわざ遠軽町へ行ってラグビーをや

るだとか、あるいは、遠くへ行ってスキー

をやるだとか。 

 たまたま今回、スキーをやっている子の

親もいますけれども、子供たちも地元で頑

張りたいのですよ。そのためには、しっか

りと子供が何を望んでいるか、親ではない

です。 

 そのようなところからしっかりとやって

いただくことを願ってやみませんし、その

ようなことに予算を使っていただきたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ５番宮崎奈津江さん。 

○５番（宮崎奈津江君） 予算書１８５ペ

ージ、１０款、１項、３目、１８節です。 

 奨学金返還支援金６０万円の令和４年度

及び令和５年度の利用人数、内容について

お伺いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 利用人数につきましては、令和４年度予

算が３名に対しまして実績１名、令和５年

度予算が３名に対しまして実績見込みで１

名となっております。 

 内容につきましては、医療従事者、介護

従事者、保育士及び幼稚園教諭の人材確保

と町内定住を促進するため、大学等の在学

中に借り入れた奨学金の返還を支援してお

ります。 

 支援金の額につきましては、申請以前１

年間に返還した額を実績で２分の１、１年

間２０万円掛ける１０年間で最大２００万

円となっておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（戸澤義典君） ５番宮崎奈津江さ

ん。 

○５番（宮崎奈津江君） ありがとうござ

います。 

 すごくいい奨学金支援制度だと思います

し、従事者は、この業種の方も多々いると

思うのですけれども、実績が３名に対して

１名というのは、何か理由みたいなものは

あるのでしょうか。 

 また、ＰＲ方法を教えてください。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 貸付金

は、以前からずっと実施していた制度であ

りますが、令和４年度４月から、高校につ

きましては月９,０００円を２万円に、専門

学校・大学生につきましては２万５,０００

円を４万５,０００円に拡充しております。 

 あわせて、こちらの返還金も令和４年度

からスタートしております。 

 この美幌町の貸付け以外、例えば、看護

協会とかの貸付金も返還金支援の対象にな

るのですが、令和４年度に月額を拡充して

から問合せだとか、貸付けが増えてきてお

ります。 

 令和６年度についての問合せ件数であり

ますが、貸付けは８件来ております。 

 この方々が、将来、美幌に戻ってきて定

住、もしくはエッセンシャルワーカーとい

う形でまずは措置させていただいておりま

すが、こちらに就職した場合については、

２０万円の支援金が対象になりますので、

これから徐々に増えてくるのではないかな

と、私どもで押さえているところでござい

ます。 

 また、そのＰＲ方法につきましては、当

然、事業所にもＰＲしておりますし、あと
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は、高校、専門学校、大学、こちらに該当

するところにも郵送しまして、借りる部分

から一連の流れで理解していただけるよう

にＰＲは図っております。 

 さらに、ホームページ、広報等にも掲載

しているのが現状であります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ５番宮崎奈津江さ

ん。 

○５番（宮崎奈津江君） ありがとうござ

います。 

 職種は、ばらばらでしょうか、それとも

偏っているのか。 

 多い職種は何でしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 介護従事

者、医療従事者がほとんどというのが現状

であります。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） ページ数が１８５

ページ、１０款、１項、３目、７節の事務

事業協力報償１９４万９,０００円のうち部

活動地域移行推進事業の内容について御説

明いただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 令和６年度から教育総務費、教育振興事

業に部活動地域移行推進事業としまして、

５０万５,０００円を予算計上しておりま

す。 

 事業の内容につきましては、拠点校方式

へ移行する女子バスケ部、サッカー部、野

球部のほか、指導者不足により地域移行を

目指す弓道部に派遣を予定している部活動

指導員への報償費及び交通費、保険料を計

上しております。 

 内訳につきましては、①事務事業協力報

償費４９万円としまして、女子バスケ部

１名、サッカー部１名、野球部１名、弓道

部１名、計４名の指導員を予定しておりま

す。月２回の派遣を予定し、１２か月分を

計上、計２４回となっております。 

 １時間当たりの報償につきましては、道

教委で定める部活動指導員の報酬単価に合

わせており、１,６００円掛ける土日の活動

時間である３時間を計上、１,６００円掛け

る３時間イコール４,８００円となっており

ます。 

 年間の報償費の内訳につきましては、

４名掛ける２４回掛ける４,８００円イコー

ル４６万８００円となっております。 

 こちらの指導員に係る交通費でございま

す。 

 １日当たり３７円掛ける往復８キロを想

定し、４名掛ける２４回掛ける３７円掛け

る往復８キロ２９６円で２万８,４１６円で

あります。 

 そ の ほ か 、 保 険 料 と し ま し て １ 万

５,０００円、スポーツ安全保険料としまし

て１名１,８５０円、８名分を計上しており

ます。 

 ８名掛ける１,８５０円で１万４,８００

円となっております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 内容は分かりまし

た。 

 それで、ここの交通費を見ると、恐らく

この指導員というのは、町内で皆さん確保

する見込みだと思うのですけれども、既に

この指導員の方を教育委員会として打診し

て、各部活、ある程度人数の確保ができて

いるのか。 

 もし、できているとすれば、これから生

徒増が大きく見込まれない中で、このよう

な拠点校方式で指導していく体制が続いて

いくのだと思います。 

 その指導員の方というのは、年齢的にも

ある程度長い間、長いというか、一定の期

間、継続して指導いただけるような指導員
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の方なのかどうかということです。 

 それで、下のほうにある保険８名という

のは、複数の指導員を考えられているのか

なと。その意味で、４名ですけれども、８

名分というのは、各部２名ぐらい確保して

指導に当たっていただくという考え方なの

かどうか、その辺をお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 大きく２

点について御答弁させていただきます。 

 まず、１,６００円の各種目における指導

員の見通しといいますか、見込みといいま

すか。 

 まず、弓道部につきましては、おおむね

年間通じて３名から４名、交代で土曜日に

教えていただく方のめどをつけているのが

現状であります。 

 他の拠点校方式の３種目につきまして

は、具体的には、今、美幌中学校から北中

学校へと拠点校方式に移行させていただく

のですが、現状でいきますと、美幌中学校

の先生が教えられない、中体連の大会もし

くは練習においては教えられないという状

況にあります。 

 とはいいましても、実際に教えたりする

教員がいるのも事実であります。これを、

今、オホーツクの事務局を通じて協議して

いる最中であります。 

 中体連以外であれば、美幌中学校の先生

が行って教えることは可能と言われている

のですが、中体連の指導は無理と言われて

いますので、その辺は中体連だとか、その

ような線を引くことなく、年間通じて教え

たいという先生がいる場合は教えていただ

いて、しっかりそこはこの報償で対応して

いこうと考えております。 

 保険料の８名につきましては、上杉議員

がおっしゃるとおり、延べ８名ということ

で、最大見込んでいるのが現状でありま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 弓道部の確保は、

三、四名ということですから、ある程度心

配ないと思いますけれども、今の課長の説

明ですと、私は新聞でしか見ていなかった

のですが、女子バスケ、サッカー、野球に

ついては、教員が指導して拠点校に行くと

いう考え方で、一般町民ではないという理

解でよろしいのでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 拠点校方

式は、地域移行前の準備段階という形にな

りますので、基本、学校の部活動という部

分からまだ抜けておりません。ですから、

基本的には、教員が教えるという形になり

ます。 

 ただ、教員以外の外部の方は、この１,６００円

を使っていれば、教えることは可能であり

ます。 

 今は、原則、教員が指導するという状況

であります。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、１項教育

総務費を終わります。 

 次に、２項小学校費、１８６ページから

１９１ページまでの質疑を許します。 

 １３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇君） ページ数、１８７

ページと１９１ページ、１０款、２項、１

目教育費、小学校費、学校管理費、教育

費、中学校費、学校管理費についてお伺い

したいと思います。 

 将来、義務教育学校を開校する年を明言

しておりますけれども、ＬＥＤ取替えの理

由について、義務教育学校の設置場所ある

いは規模などが決定してからの修繕はでき

ないのかということであります。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 
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 小学校管理事業の修繕料としまして、東

陽小学校体育館ＬＥＤ照明修繕７０７万

３,０００円、旭小学校体育館ＬＥＤ照明修

繕５２５万８,０００円、中学校管理事業の

修繕料としまして、美幌中学校体育館ＬＥ

Ｄ照明修繕５６８万９,０００円、令和２年

度から水銀灯の国内製造及び輸入が中止さ

れたことにより、水銀灯の確保が困難な状

況にあることから、３校の体育館照明のＬ

ＥＤ化を行い、授業をはじめ、学校開放事

業、避難所など、体育館利用の際に支障が

生じることのないよう対応してまいりま

す。 

 また、修繕に当たり、令和７年度までの

時限措置である脱炭素化推進事業債充当率

９０％、交付税措置５０％、こちらの起債

を活用しながら、電気料及びＣＯ２排出量の

抑制に努めてまいります。 

 以上、御答弁させていただきました。よ

ろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） まず最初に、教

育委員会、そして議会事務局におわびをし

なければならない。 

 私がこの質問書を出すときに、てっきり

データ、資料の提供を依頼したつもりだっ

たのですけれども、それを間違えていたこ

とに、昨日、ようやく気がつきまして、急

遽、教育委員会にお願いしたこと、すごく

迷惑をかけたということをおわびしたいと

思います。 

 そのデータをいただいたところで、お伺

いさせていただきます。 

 東陽小学校、旭小学校、美幌中学校の修

繕費、３校で約１,８００万円、よろしいで

すね。 

 それと、このＬＥＤに取り替えた削減

額、今言った３校、これも大づかみですけ

れども、約２００万円削減できるよと。よ

ろしいでしょうか。間違いないですね。 

 １,８００万円かけて２００万円しか削減

できない。言っていることは分かるのです

よ。でも、非常に無駄遣いではないでしょ

うか。 

 なぜ、このようなことを言うのか。５年

後、６年後、７年後、教育委員会で義務教

育学校を目指しますと。私は、しつこいで

すけれども、これを言っていますよね。明

言していますよね。 

 例えば、教育長の家が壊れた。それであ

れば、新しい家を建てるか、引っ越すかと

いうときに、目の前、来年度引っ越しする

のに、１００万円、２００万円かけて直し

ますか。そのような場合に、お母さん、も

う少し我慢しようと、そのようなこともあ

り得るのではないですか。 

 憶測で物を言いますけれども、例えば、

水銀灯が切れても、旧美幌中学校の体育

館、あそこには、多分、水銀灯がついてい

るはずです。昔のものが使えるかどうかは

分かりません。ですが、予備がないという

のであれば、もし使えるのであれば、そこ

のものを取って使えるはずですよ。 

 多分、私がこれから言うことは、ここに

いる職員の方たちが知っているかどうか、

議員の中では今３人しかいません。 

 大庭町長の時代です。町民会館が古いと

き、エレベーターをつけると言っていまし

たね。でも、あのとき、なぜ議員みんなが

反対したのか。あれも、町民会館を壊しま

すと、明言したときなのです。何年か先に

は壊しますと。それであれば、議会として

は認められるわけないとなって、あれは没

になりました。 

 今、このデータを見る限り、それと同じ

状況なのですよ。エアコンのこともありま

した。それもこれと同じような状況なので

す。私に言わせると無駄遣い。我慢できる

ものは我慢してもらう。なぜ、そのような

ことができなかったのかなと思うのですけ

れども、この予算の使い方はこれでよろし

いのでしょうか。 

 いま一度、答弁をお願いいたします。 
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○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） ２点の御

質問について御答弁させていただきます。 

 最初、前段の説明をもう少し詳しく答弁

させていただければよかったと思っており

ます。大変申し訳ございません。 

 起債の部分についてもう少し触れさせて

いただきたいと思います。 

 こちらは、令和７年度まで限定の脱炭素

化推進事業債という形で、充当率から交付

税を引きますと、先ほど議員おっしゃいま

した修繕料１,８００万円から真水の分、俗

に言う一般財源の持ち出しが約８００万円

になります。 

 配付させていただきました資料にある削

減額、トータル２００万円でございます

が、こちらは年間の削減額でございますの

で、私どもで把握している部分につきまし

ては、この３施設、約４年から６年の間で

回収できるのではないかということで、今

回、予算計上させていただいております。 

 また、町内の体育館、学校も含めてなの

ですが、現在、避難所にも指定されており

ます。さらに、学校開放事業もありますの

で、委員会としましては、五つの体育館に

ついては義務教育学校の整備以降も引き続

き使用してまいりたいということを考えて

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） 手出しが約８００

万円。そうは言いつつも、やはり将来のこ

とを考えると、持ち出しが少ないから、そ

れでいいのかと。 

 でも、せっかく直したものをどこに使う

のか。まして、この８００万円にしろ、例

えば、義務教育学校に向けて、これから学

校を新築するのか、増築するのか、改築す

るのか分かりません。それにも億のお金が

かかるのです。 

 ここから外して持っていって使うのかは

分かりません。 

 昨日も、私、何かの質疑の中で言いまし

た。お金を使うのはいい。でも、少しずつ

無駄を省いて、小さなことからこつこつと

お金をためていく。これは、普通、一般家

庭のやり方だと思いますよ。無駄なことを

やめて、少しでもこのお金のないときのた

めにためていく。 

 行政も同じだと思うのですよ。８００万

円にしても、５年、６年にしても、二、三

百万円、４００万円、そのくらいしか違わ

ないと思うのです。 

 先のことを考えて、例えば、５年にした

って１,０００万円、そうすると差額は２０

０万円、６年にしても１,２００万円、そう

すると差額は４００万円。 

 仮に、先のことを考えて、今つけたやつ

を使うとするならば、また足場を組んで、

取り外すのに何百万円もかかる。壊すか

ら、体育館なら体育館に高所作業車を入れ

て取れば簡単かもしれない。そのようなも

のではないと思う。 

 私は、行政の姿勢として、先を見越した

金のかからない、より効率的な仕事をして

いただきたい、そう願い、この質問書を出

しましたので、ぜひとも御一考をいただき

たいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 先ほど、課長か

ら御答弁申し上げましたところであります

が、一般財源の真水ベースで８００万円と

いうことでございます。 

 これに対して、年間の電気料の削減額

が、今の試算だと２００万円ということで

ございます。 

 このことから、約４年使えば、修繕料は

回収できると思っております。 

 また、今、議員からお話がありましたよ

うに、私は、令和１３年度を一つの目安と

して、義務教育学校を開設したいという思

いで、お話をさせていただいておりますけ

れども、体育館につきましては、今現在も
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学校開放事業で使っている状況でございま

す。 

 そして、さらには、指定避難所というこ

とで、ここは学校がどのような形になった

としても、私どもの考えとしては、体育館

については残していきたい、継続して使用

していきたいという思いでおりますので、

御理解いただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇君） １９１ページ、

１０款、２項、２目教育費、小学校費、教

育振興費の中で、遠距離通学児童通学費支

援金についてお伺いしたいと思います。 

 この中で、地区、児童数、年、月、週、

補助金などの実態について、もう一つが、

通学方法、自家用車、タクシー、路線バス

についてお伺いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 遠距離通学児童生徒通学費支援金交付要

綱によりまして、遠距離等の理由から通学

が困難な児童生徒の保護者に対して、通学

に要する経費の一部を支援することを目的

とした取組でございます。 

 対象地区、該当要件につきましては、①

通学距離が４キロ以上の小学校に通学する

児童、１世帯当たり年額１万円、②瑞治地

区から小学校に通学する児童、５,０００

円、③通学距離が６キロ以上の中学校に通

学する生徒、１万２,０００円、④瑞治地区

で通学距離が４キロ以上の中学校に通学す

る生徒、６,０００円となっております。 

 令和６年度の内訳につきましては、上記

①に該当する美禽地区の児童１名、１世帯

と、②に該当する瑞治地区の児童２名、

１世帯の計３名、２世帯でありますが、要

綱に定める額を一括で交付しております。 

 なお、対象経費の算出に当たり、通学手

段は定めておりませんが、主に保護者の送

迎により通学をしている状況にあります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、２項小学

校費を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は１１時１０分とします。 

午前１１時 １分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１０分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、令和６年度美幌町一般会計予

算について質疑を行います。 

 次に、３項中学校費、１９０ページから

１９５ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、３項中学校費を終わります。 

 次に、４項社会教育費、１９４ページか

ら２０９ページまでの質疑を許します。 

 ８番藤原公一さん。 

○８番（藤原公一君） 予算書の１９７ペ

ージになります。 

 １０款、４項、２目補助金、びほろっ子

夢へのチャレンジプロジェクト事業補助金

９０万円のプロジェクト審査及び子ども人

材指導者などの対策についてお伺いしたい

と思います。 

○議長（戸澤義典君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（浅野謙司君） 御質問の

びほろっ子夢へのチャレンジプロジェクト

事業内容について御説明させていただきま

す。 

 本事業につきましては、次代を担う本町

の子供たちの夢実現のために必要となる事

柄を、子供たち自らの力で考え、それらを

表明し実行することで、子供たちの自主自
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立の精神や自己肯定感の向上を図ることを

狙いとして実施するものでございます。 

 実施の内容としましては、子供たちの将

来の夢をかなえるために、今、チャレンジ

してみたいことを広く公募し、対象となっ

た事業を子供たちが実際に研修、活動など

に挑戦してもらい、研修後に報告会などを

実施することで、広く内容を公開するもの

でございます。 

 募集の対象としましては、町内在住もし

くは美幌町内の学校に通う１１歳から１８

歳、学年で言いますと、小学５年生から高

校３年生までの個人としまして、同一年度

で最大３件を予定しております。 

 補助金額ですが、１件につき３０万円を

上限としまして、事業費が３件の３０万円

で９０万円を予定しております。 

 財源につきましては、主に、企業版ふる

さと納税の活用事業として、寄附金を充当

いたします。 

 事業のスケジュールでございますが、４

月下旬頃から公募しまして、回答書に記載

のとおりのスケジュールで進めていきたい

と考えております。 

 選考の方法ですが、１次審査として、庁

内関係職員で構成するプロジェクトチーム

により、応募いただいた全ての方の書類を

審査、選考いたしまして、１次審査を通過

した方々を対象に２次審査。 

 こちらは、応募者本人による発表会、プ

レゼンテーションを開催しまして、選考委

員には、町長、教育長、青少年育成協議

会、美幌町ＰＴＡ連合会などの関係者で構

成する選考委員で、選考基準を定めた委員

の点数審査によりまして、支援金を交付す

る３名を選考してまいりたいと考えており

ます。 

 お尋ねの人材の活用というところです

が、子供たちが夢を実現する内容に応じ

て、講師または指導者、憧れの人材など、

そのような方々と触れ合える機会ですと

か、直接指導いただける、関わりを持てる

ように担当から連絡、調整しながら協力を

依頼するようなことで考えておりますの

で、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） この事業は、新し

い事業なので少し漠然としていて、何点か

お聞きしたいことがあります。 

 今、上限３０万円のために書類選考し

て、公開プレゼンテーションすると答弁い

ただきました。その後、審査に受かりまし

た。そして、子供の夢に向かってという

か、その子供が夢に向かっての事業計画み

たいなものが、今度は必要になってくるの

ではないかなと思うのです。 

 まず、その事業計画に今後どのように取

り組んでいこうとしているのか。 

 また、夢ですので、小学校から高校生ま

でとあるのですけれども、例えば、小学校

の頃から夢をずっと持ち続けていく場合、

１年で終わらない夢というのも、当然ある

と思うのです。 

 ですので、その一人に対して、この事業

をずっと継続していけるのかどうかという

のもお聞きしたいです。 

 次に、夢に向かって進むということなの

で、いろいろな夢があっていいと思いま

す。 

 この研修実施後、報告会とか、広く公開

するとしておりますが、例えば、スポーツ

とか音楽とかであれば、成果報告というの

は、すごく発表しやすいと思うのです。 

 ですが、夢ですので、例えば、空飛ぶ車

をつくってみたいという子供がいた場合、

その空飛ぶ車をつくるという道の指導者と

いえば、多分、大学の教授とかになると思

いますけれども、その大学の教授とかを結

びつける、かけ橋になるような体制という

のですか、行政側としてどのようにマッチ

ングをさせていくのか。 

 また、子供の夢ですので、多分、途中で
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挫折するということも考えられますから、

中間報告というものも受けていかないとい

けないのかなと。 

 中間報告の中で、またこのように進めて

いくといいのではないかなどの意見を聞き

ながら、大人の意見というか、大人の意見

というのはおかしいですけれども、大人と

してどう指導していくのかも、今後、大事

になると思うのです。そのような対応をど

のように考えているのか。 

 また、大人というか、指導者と子供をど

のようにマッチングさせていくのかとか、

その辺の体制についてお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（戸澤義典君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（浅野謙司君） 御質問を

ありがとうございます。 

 まず、プレゼンをして事業計画の取組と

いうことでございますが、どのような内容

が公募で上がってくるかというのもありま

すけれども、まず、採用された３件の子供

たちと担当が、夢をどのような形で実現し

ていきたいのかということで、子供たちの

気持ちだとか意見を尊重しながら、このよ

うなことができるかなというのを相談しな

がら、事業計画を立てていきたいと考えて

おります。 

 それで、３０万円をどのように使うか。 

 町内で完結する内容であれば、３０万円

をかけずにできるものもあるかもしれませ

んが、それを何回か継続的にやっていくと

か。 

 あとは、当然、道外とかになれば、旅費

で結構な経費もかかる場合もありますし、

大学の教授ですとか、プロ選手だとか、そ

のような方々とコンタクトを取りながら進

めていくということも出てくるかと思いま

す。 

 そのような事業計画をまず練った上で、

担当とそのような先方との調整を進めてい

くということで考えていきたいなと思って

おります。 

 夢を追い続けていくというところでは、

継続的に支援をしていければよろしいかな

とは思いますが、今回は、夢実現に向けた

気持ちのきっかけづくりとして。 

 やはり、自分がこのようなことをやりた

いというときに、どのようにやればいいの

かというのが、子供たちの中ではなかなか

動けないところもあったり、お金がかかっ

たりというところのきっかけをまずつくっ

た中で、継続的に進めていく。 

 そのためには、マッチングした先生とコ

ンタクトを取りながら、例えば、電話で意

見交換だとか、アドバイスをもらうという

こともできるかもしれませんので、それ

は、夢の内容によって、今後、検討してい

けたらなと考えております。 

 それから、中間報告についても、どのよ

うな内容で、どこで中間報告ができるかと

いうところも今後の課題になってくるかと

思いますが、当然、子供たちが進学する上

で、夢が変わってしまったとか、挫折する

こともあるかと思いますけれども、できる

だけその夢を実現できる方法で関わりを持

ちながら、アドバイスをしていけたらいい

と思います。 

 特段、中間報告を義務づけるということ

ではないかと思いますが、何かの折、確認

したり、頑張っているねということのつな

がりを持っていけたらと考えてございま

す。 

 次に、大人の意見といいますか、今後の

取組については、こちらも初めての事業

で、どのような内容が出てくるか、私たち

社会教育の範疇以外の分野もかなり多く出

てくると思います。 

 そこは、プロジェクトチームを組みなが

ら、いろいろな方の専門的なアドバイスを

いただいて、講師の方または大学教授のア

ドバイスなどもいただきながら、できるだ

け実現できる方向に近づけるよう努力して

まいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 
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○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 新しい事業なの

で、今後、いろいろと問題点とかも出てく

ると思います。 

 説明の一番後ろに人材の活用ということ

で、憧れの人物に触れるとありました。 

 今回、この事業は個人に限定していると

思うのですが、今後、中学校の部活動が地

域移行するというお話もありましたけれど

も、例えば、チームとして、美幌中学校の

野球部の生徒がファイターズの球場に行っ

て、ファイターズの選手と練習してみたい

とか、今後、部活動とかにしても、このよ

うな夢に向かってという後押しも必要にな

ってくると思います。 

 今回は個人だと思うので、今後、そのよ

うなことの検討がないのかだけ、お伺いし

たいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（浅野謙司君） 今回は個

人対象の支援ということで考えております

が、実際に３件、３０万円という支援をす

る中で、団体で取り組む場合も出てくるか

なと思います。 

 個人がみんなの協力を得ながらチームと

して何かしたいねだとか。 

 ただ、今やりたい、実現可能なものとい

うよりは、本人が将来こうありたいだと

か、そのような夢を実現するために支援を

していきたいという一つの目的がありま

す。 

 ですから、あくまで公募は、個人、個人

が応募するのですけれども、中には仲間と

やる内容もあるかもしれませんので、実際

に団体で申請というよりは、応募の方法と

しては個人を対象として考えていきたいと

思います。 

 また、チームでやれるものも、内容によ

るかもしれませんが、違う補助があったり

だとか方法もあるかもしれませんけれど

も、極力、今回は個人を対象に、その子が

将来こうありたいということを支援するた

めの事業ということで押さえていきたいと

思っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） 藤原議員と同じ

く、補助金、びほろっ子夢へのチャレンジ

プロジェクト事業補助金の説明は、今、課

長からありましたので、事業内容や選考方

法は分かりました。２点、質問したいと思

います。 

 なかなかユニークで面白い事業だと思い

ますが、このアイデアはどこから出てきた

のか。行政内部の職員の発想だったのか、

あるいは、私は調べていませんけれども、

全国のどこかでこのようなことに取り組ん

でいる参考事例があったのかどうか、その

辺のアイデアの発生元についてお尋ねした

いと思います。 

○議長（戸澤義典君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（浅野謙司君） 御質問に

お答えいたします。 

 この事業の基となる企業版ふるさと納税

で、御寄附いただいた企業様との意見交換

をしながら、使途といいますか、子供たち

のために使っていただきたいということの

趣旨、意向を酌んだ上で何かできないかと

いうところで。 

 こちらについては、そのような意見を踏

まえながら、道内で先進的に取り組んでい

る事例を担当が探したところ、旭川市です

とか、北広島市、中富良野町で、子供たち

の夢実現に向けた事業に取り組んでいると

いうことで、これを参考にさせていただき

ながら、対象ですとか、金額ですとか、実

施内容を具体化して企画したものでござい

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 
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○６番（上杉晃央君） その事例も参考に

しながら、子供たちの夢のためにと、ふる

さと納税した企業側の思いを生かしたいと

いうことです。 

 初めての取組なので、子供たちがどのよ

うな夢を応募してくるか分かりませんが、

ぜひ来年度以降にもこのようなものを。 

 やはり、子供たちが夢に向かってチャレ

ンジする、そのようなきっかけになるよう

な１年目の取組に期待して、質問は終わり

ます。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ７番稲垣淳一さん。 

○７番（稲垣淳一君） 私も今と同じ、び

ほろっ子夢へのチャレンジプロジェクトに

ついてお尋ねいたします。 

 事業内容で、将来の夢をかなえるために

今チャレンジしてみたいことを広く公募す

ると、これは、経済教育常任委員会でいた

だいた資料にもあったのですけれども、こ

のようなことをうたって、本当にユニーク

な事業で私も楽しみにするところでありま

す。 

 もちろん、何といいましょうか、初めて

やる事業ですし、この事業はそもそも関わ

る大人が本当に夢をかなえるためにどれだ

け寄り添えるか、どれだけチャレンジする

夢を一緒に共有して楽しめるかということ

が必要なのだろうと、私は思います。 

 ですから、事業を組みました、子供の夢

を一応聞きました、応援しましたという薄

っぺらなものでは決してなく、本当にあ

あ、やってよかった、美幌は楽しいねと、

これからもいろいろと美幌で活躍したい

な、それこそこの事業を通じて夢がかなえ

られるような人材育成ということが、きっ

と本質なのだろうなと理解します。 

 しゃくし定規な大人目線ではなく、本当

に子供が目を輝かせて楽しく、ずっとこれ

を継続してやっていけたらいいよねと思え

る事業になることを期待するものでありま

す。 

 以上です。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） ページ数が１９９

ページ、１０款、４項、２目の芸術文化鑑

賞事業負担金６４０万円、芸術文化振興事

業補助金２３０万円の事業内容及び予算内

訳について説明をお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（浅野謙司君） 御質問に

御答弁させていただきます。 

 芸術文化振興事業補助金２３０万円、併

せて芸術文化鑑賞事業負担金６４０万円に

ついて御説明をさせていただきます。 

 芸術文化鑑賞事業負担金６４０万円につ

いてですが、回答書の資料に記載のとお

り、令和６年度は劇団四季こころの劇場

「ガンバの冒険」を開催するなど、５事業

を計画してございます。 

 また、芸術文化振興事業補助金２３０万

円につきましては記載のとおりで、吹奏楽

技術講習会に４０万円、藤原道山ピアノデ

ュオコンサートに１００万円、公募による

鑑賞事業に５０万円、指導者招聘事業に

４０万円を補助することを予定してござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 事業内容は分かり

ました。 

 それで、芸術文化鑑賞事業負担金の中

で、毎年、公募事業がありますけれども、

例年、各年度の公募は平均して何件ぐらい

あるのか。また、どのように選考したの

か。 

 公募件数がここ二、三年どうだったのか

についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（浅野謙司君） 芸術文化

鑑賞事業の公募の件でございますが、４月
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号広報から公募を始めるのですが、今まで

はほとんど１件公募があって、それを採用

しているという状況でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） 今、上杉さんが質

疑した項目と同じであります。 

 内容は、今の説明でおおむね把握しまし

た。再度、この選定した事業内容は子供向

けというか、若い人向けというか、すばら

しいなと思って見ております。 

 その中で、びほーる共催鑑賞事業２００

万円を、今、予定していますけれども、こ

の事業は選考中とありますが、その選考方

法というか、公募して、早い者勝ちなの

か、複数集まった場合には協議して決定す

るのか、その辺をお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（浅野謙司君） 御質問に

御答弁いたします。 

 びほーる共催鑑賞事業２００万円につい

てですが、今年度、令和５年度につきまし

ては、先日、３月９日に終わったばかりで

すが、歌マネＬＩＶＥということで、即日

完売するほど多くの町民の方に御来場いた

だき、実施したところでございます。 

 令和６年度も違うジャンルを含めて検討

してまいりますが、こちらについては、町

民の方で、ふだんなかなか来られないよう

な方々に参加していただけるような内容

を、若い方々で組織する実行委員会ととも

に担当が協議をしながら、人選といいます

か、アーティストを選考していくというこ

とで、今回２００万円の予算プラス入場費

も含めた予算の中で呼べるアーティストを

選考しながら、ジャンルを問わず、そこで

協議して決定していくと。 

 あとは、そこで日程だとか、金額のマッ

チングもあるかと思いますが、実行委員会

の中で協議して決定しているということで

ございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（戸澤義典君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 分かりました。 

 毎年、僕、この項目で大体同じことを言

っているのかなと思うのですが、若い人、

現役の人、前回でいけば、歌マネですか、

即完売ということでうれしいことです。 

 自分の趣味と言ったら怒られるのですけ

れども、意外と他地区で落語公演をやって

いるところというのは、結構多いのですよ

ね。僕、落語が大好きなものですから。 

 他町村でチケットを買えるときには購入

して、この近辺でもそうなのですけれど

も、行っています。 

 それを見ていた場合には、大体隔年か毎

年もそうなのですけれども、それこそ、そ

の町のネームをつけて何々寄せとかという

のは、恒常的にやっているところが見受け

られます。 

 入場者の顔ぶれを見ると、当然、お年寄

りが多いですけれども、若い人も結構多い

のですよね。 

 終わった後には、ああ、よかった、勉強

になったとか、そのようなことで鑑賞して

いるようでありますので、今年もまた同じ

ことを言います。 

 今後、そのようなことは考えられないの

か、来年度も考えられないのか、お願いい

たします。 

○議長（戸澤義典君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（浅野謙司君） 御意見を

ありがとうございます。 

 こちらについても、当然、実行委員会の

中で決定はしているものでございますが、

芸術文化鑑賞事業については文化連盟も含

めて、そのような御意見をいただきなが

ら、内容については、歌謡ですとか落語と

いう希望も出てきてございますので、来年

度につきましても、そのような意向、皆さ

んの声を聞きながら決定してまいりたいと
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思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） ページ数、２０７

ページの１０款、４項、６目博物館活動推

進事業１,１３７万６,０００円の特別展、

企画展の事業内容について御説明いただき

たいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 博物館課長。 

○博物館課長（鬼丸和幸君） 御答弁申し

上げます。 

 特別展、企画展の事業内容についてであ

りますが、一つ目、特別展「フィルムで振

り返る美幌の歴史」。これは、令和５年

度、今年度からの２か年事業となります。 

 内容ですけれども、写真や映像を活用し

て、昭和を中心とした美幌の歴史について

展示します。 

 会期ですが、令和６年３月２３日から

１０月２０日までとなっております。 

 二つ目、企画展「交通安全ポスター作文

展」。これは、毎年開催事業となります。 

 内容ですけれども、交通安全をテーマに

した児童生徒のポスター、作文を展示しま

す。 

 会期ですが、令和６年１１月２日から

１１月２４日までです。 

 三つ目、企画展「おひろめコレクション

展」。これは、毎年開催事業となります。 

 内容ですけれども、令和５年度中に、町

民等より御寄贈いただきました資料を展示

します。 

 会期ですが、令和６年１２月７日から令

和７年１月１２日までとなっております。 

 四つ目、企画展「博物館冬季作品展」。

これは、毎年開催事業となります。 

 内容ですけれども、町内の児童生徒が作

成した作品を展示します。 

 会期ですが、令和７年２月１日から３月

２日までとなっております。 

 最後、五つ目、特別展「蛍が舞う風

景」。これは、令和６年度からの２か年事

業となります。 

 内容ですけれども、蛍が暮らす日本の風

景や蛍と人間との関わり合い等について展

示します。 

 会期ですが、令和７年３月２９日から

１０月２６日までとなっております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 内容は分かりまし

た。 

 それで、二つ質問があります。 

 まず、特別展と毎年やっている企画展の

比較です。 

 私は、特別展はできるだけ見に行ってい

るのですけれども、入館者というのは、私

の勝手な臆測ですが、特別展のほうが企画

展より多いのかなという感じがします。 

 ここずっとしばらくこのようなパターン

で開いていて、入り込みというのはどのよ

うな状況になっているのか。 

 もう一つは、特別展について、一定のグ

ループで行って説明をしていただきたいと

いうリクエストに、今までもお話しして空

いていれば協力していただいていました。 

 もし、学芸員の都合がついて日時さえ合

えば、正式に申し込むことで解説という

か、説明いただけるのかどうか、その２点

をお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 博物館課長。 

○博物館課長（鬼丸和幸君） 御質問をあ

りがとうございます。 

 １点目の企画展と特別展の入り込み数の

比較ですけれども、確かに、特別展はボリ

ュームもあるということと、博物館への入

館者が多いのは、基本的に春先から夏、秋

の初めぐらいになっております。 

 特別展は、主にその期間に開催するとい

うこともあって、やはり１日当たりの入館

者数を比較しても、企画展よりも特別展の
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ほうが入り込み数は多いという実情があり

ます。 

 それから、二つ目の特別展について説明

をしてほしいということですけれども、も

ちろん事前に、何月何日に学芸員から説明

をしてほしいという連絡をいただきました

ら、必ずといいますか、都合をつけて、担

当した学芸員から説明をさせていただくと

いうことはこれまでもやっておりますの

で、ぜひ、そのようなときがありました

ら、事前に連絡いただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、４項社会

教育費を終わります。 

 次に、５項保健体育費、２０８ページか

ら２１５ページまでの質疑を許します。 

 １３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇君） ページ数、２０９

ページ、１０款、５項、１目教育費、保健

体育費、保健体育総務費の中で、スポーツ

指導者資格取得補助金についてお聞きした

いと思います。 

 ２０２４年働き方改革により、教師のク

ラブ指導が難しくなり外部指導者の導入が

今後必要になると思うが、資格だけではな

く、外部指導者の導入制度は考えられない

かということであります。 

○議長（戸澤義典君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（弓山 俊君） 大原

議員の御質問にお答えします。 

 スポーツ指導者資格取得補助金は、本町

のスポーツ指導者を発掘、育成すること

で、ジュニア層のスポーツ環境の向上を図

る目的から、日本スポーツ協会公認のスポ

ーツ指導員の資格取得を目指す少年団等の

コーチ、指導員に対し、当該年度の予算の

範囲内で補助するものであります。 

 内訳につきましては、スタートコーチ養

成講習を１７名が受講する分として４２万

４,０００円を、上級コーチ養成講習を１名

受講する分として１３万５,０００円を計上

しており、合計で５５万９,０００円となり

ます。 

 なお、中学校部活動における外部指導者

に対する予算としまして、令和６年度から

学校教育振興事業費に協力報償及び保険料

を計上しております。 

 内訳につきましては、事務協力報償４名

分掛ける２４回分としまして４６万１,０００

円を、交通費４名分掛ける２４回分として

２万９,０００円を、保険料８名分、１万

５,０００円分を計上しております。 

 以上、御回答しましたので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） 先ほどから高校

の話を聞いていましたので、素早くやって

くれるなと、大変ありがたく思っておりま

す。 

 ただ、事務協力報償費内訳の中で、どの

ような内容なのかをお聞きしたいです。 

 資格を取ってもらうのは、もちろん大変

助かります。 

 しかし、放課後、子供たちに教える人た

ちの時間割、あるいはその人たちに対して

の報償費なども含まれているのかどうかを

お聞きしたいのです。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 具体的には４,８００円と報償の中に記載

しておりますが、道教委で定める単価の

１,６００円掛ける土曜日、日曜日に指導さ

れた場合の３時間分を計上しております。 

 現在、地域移行については令和８・９年

度の試行を経て、令和１０年度開始を、

今、目指しているところではございます

が、まず、令和６年度は、学校部活動の延

長の範囲内ということで拠点校方式を導入
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し、必要な教師や外部講師の指導に対する

報償をここで見ている状況であります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） 私は、拠点校方

式というのは、新聞でちらっとしか見てい

ないので、その内容があまり詳しく分かっ

ておりません。 

 先ほど、高校の支援事業の中でも言った

とおり、小学校、中学校、高校までつなが

るようなクラブ活動の指導者を、このよう

なところからしっかりと見ていただけれ

ば、将来につながる美幌の育ち方というの

でしょうか、クラブだけではありません

が、子供のためにもいいことだと思いま

す。 

 この体制ができれば、もう少し報償費な

どの予算を組んでいただいて、もっともっ

と充実した取組になるように、もっともっ

と内部で進めていただければと思います。 

 以上です。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） ページ数が２１１

ページ、１０款、５項、２目の屋外体育施

設維持管理事業２億１２０万５,０００円の

事業詳細内訳について説明をお願いしま

す。 

○議長（戸澤義典君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（弓山 俊君） 髙橋

議員の御質問にお答えいたします。 

 一つ目の屋外体育施設維持管理事業は、

構成表のとおりとなっております。 

 最初に、柏ヶ丘公園維持管理事業になり

ます。 

 予算額２,３２８万５,０００円で、財源

内訳につきましては、その他１８万８,０００

円、内容は使用料と自動販売機の電気料に

なっております。残りは一般財源で、

２,３０９万７,０００円となります。 

 次に、河畔公園運動広場維持管理事業に

なります。 

 予算額１,７６１万３,０００円で、財源

内訳につきましては、その他１４７万

５,０００円、内訳はパークゴルフ場使用料

となります。残りは一般財源で、１,６１３

万８,０００円となります。 

 次に、あさひ広場公園等維持管理事業に

なります。 

 予算額７８６万６,０００円で、財源内訳

につきましては、その他８,０００円、内訳

は多目的運動広場使用料とソフトボール場

使用料となります。残りは一般財源で、

７８５万８,０００円となります。 

 次に、リリー山スキー場維持管理事業に

なります。 

 予算額１,４５４万７,０００円で、財源

内訳につきましては、その他５２０万８,０００

円、内訳はスキー場使用料と自動販売機電

気料、電話料となります。残りは一般財源

で、９３３万９,０００円となります。 

 最後に、リリー山スキー場改修等整備事

業になります。 

 予算額１億３,７８９万４,０００円で、

財源内訳につきましては、起債が３,０７０

万円、内訳としましてはスキー場照明ＬＥ

Ｄ交換修繕工事で、脱炭素あるいは公共施

設等適正管理推進事業債を活用する予定で

あります。 

 その他としまして２,０００万円、内訳は

スキー場照明ＬＥＤ交換修繕工事で、これ

はスポーツ振興くじｔｏｔｏのスポーツ施

設等整備事業助成金を予定しております。

残りは一般財源で、８,７１９万４,０００

円となります。 

 ２番目の各事業の主な増減理由について

でありますが、柏ヶ丘公園維持管理事業の

教育備品としまして７５７万５,０００円の

増、内訳は陸上トラック用ゴムマット一

式、ワイヤレスタイム光電管計測器、スタ

ーティングピストル、スターティングブロ
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ック４台の購入を予定しております。 

 なお、光熱水費として３３５万４,０００

円の減額、これは電気料となります。 

 続いて、あさひ広場公園等維持管理事業

の業務委託料として２５４万１,０００円の

増、内訳につきましてはいなみテニスコー

トプレハブ設置等業務委託料となります。 

 続いて、リリー山スキー場維持管理事業

の光熱水費として３３６万６,０００円の

減、これは主に電気料となります。 

 リリー山スキー場改修等整備事業の修繕

料として１億３,７７８万６,０００円の

増、この内訳としましては、令和５年度か

ら契約しておりますスキー場のリフト電動

機等交換修繕工事、これは２か年の債務負

担行為となっており、予算は全額、令和６

年度に計上しているものであります。 

 そのほか、スキー場の照明ＬＥＤ交換修

繕、リフト折返滑車軸及びゴムライナー交

換修繕を予定しております。 

 ３番目になります。 

 事業の詳細内訳につきましては、別紙の

とおりとなっております。 

 １枚目の詳細につきましては、柏ヶ丘公

園維持管理事業として、施設は野球場、陸

上競技場、歩くスキーコース場となってお

ります。金額は記載のとおりとなっており

ます。 

 教育備品の内訳につきましては、右欄に

項目として挙げさせていただいています。 

 続いて、河畔公園運動広場維持管理事

業、施設につきましてはパークゴルフ場と

スケートリンク場となります。詳細につき

ましては記載のとおりであります。 

 続いて、あさひ広場公園等維持管理事

業、施設としましては多目的運動広場、テ

ニスコート場、ソフトボール場となりま

す。詳細につきましては記載のとおりとな

っております。 

 続いて、２枚目になります。 

 リリー山スキー場維持管理事業、総計等

の詳細は記載のとおりでございます。 

 リリー山スキー場改修等整備事業、先ほ

ど説明した修繕料の内訳につきましては、

右欄に記載させていただいております。 

 以上、説明しましたので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 金額は、このとお

りだと理解しました。 

 この中で、河畔公園のスケートリンク

場、それと柏ヶ丘の野球場ですか、あとス

キーコース場の利用実績について。 

 スケートリンクに関しては、我が美幌

町、優秀な選手を輩出して、オリンピック

出場もしてもらっています。ということ

は、小さいうちからそのようなものになれ

親しんで、幼稚園の頃からというとおかし

いのですけれども、そのようなことで楽し

くやっていて、その中から競争力が芽生え

てオリンピックということが道筋の一つだ

ろうと思っています。 

 それと、野球場の利用状況、特に子供に

ついてです。 

 先ほど、藤原議員が子供たちの野球につ

いて、ファイターズがどうのこうのと質問

されていましたけれども、僕はファイター

ズの後援会に入っていますので、先月、総

会を開いた際、コミュニティーの課長に挨

拶をしに来てもらいました。 

 その後、いろいろな話をさせてもらった

のですけれども、その中で、今の子供は起

立がきちんとできない。要は、気をつけで

す。それができない子が多い。 

 その来てくれた人は元野球選手で、２０

年前に札幌ドームで活躍した人なのですけ

れども、それができないとなると、基本が

できないということでけがも多いし、次の

動作もできにくくなっている子供が多い

と、かなり心配をしておりました。 

 勉強も大事です。勉強というもの、頭と

いうものは、自分の運動からも回転が行き

届くと僕は理解しています。 
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 昔は、あいつは運動できるけれども、ば

かたれだというのもありましたが、本当は

真逆ですからね。一流選手というのは、す

べからく頭の回転が速い。それでなければ

そこには行けないという現実がありますの

で、その辺も含めて利用状況というものを

教えていただきたい。 

○議長（戸澤義典君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 今、髙橋議員か

らお話がありました内容でございますが、

利用状況については、後ほど担当からお話

しさせていただきたいと思います。 

 オリンピック選手のお話もありました

が、美幌町は、子供たちをはじめとして、

少年団活動が本当に盛んな地域でございま

す。 

 また、楽しみながらスポーツに取り組ん

でいっていただきたいという思いもありま

して、幼児スポーツ教室等、小さい頃から

大人になるまで継続して取り組める状況に

努めております。 

 今後もその考えで進めていきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

 細部について担当からお答えさせていた

だきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（弓山 俊君） 大変

申し訳ございません。 

 議員から利用状況を確認したいというこ

とでしたけれども、今、スケートリンク

場、野球場、歩くスキーコース場の利用状

況について資料等を持ち合わせておりませ

ん。後ほど資料を御提出させていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（戸澤義典君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） それは了承しまし

た。 

 それと、もう一つ知りたかったのは、リ

リー山スキー場の修繕の中で、リフト関係

が１億３,７７８万６,０００円、約１億

３,８００万円ということです。 

 これは索道施設ということで、今回のも

のに電動機と書いてあるのですけれども、

ワイヤーとかそのようなものの定期交換に

ついて。 

 多分、索道設備に関しては入っていると

思うのですが、交換のサイクルは何年に一

度なのか。 

 法的に決まっているのだろうと思うので

すけれども、その辺に関して年度ごとの予

算と、人工降雪機に関しても、多分、１０

年に一回ぐらいで買い換えるのだろうと思

うのですが、その辺の現場の事情を教えて

ください。 

○議長（戸澤義典君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（弓山 俊君） 先ほ

ど議員から質問がありましたリフトの整備

の関係でありますが、一応、リフトの整備

計画というものがありまして、当然、１５

年とかを経過した中で更新とかを図ってい

っている状況であります。 

 先ほど言った降雪機及び索道の部分に関

しては、計画した表がありますので、後ほ

ど御提出させていただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番馬場博美さん。 

○２番（馬場博美君） ２ １ ３ ペ ー ジ 、

１０款、５項、３目学校給食センター費、

賄材料費７,０４１万４,０００円のうち、

地産地消（食育）推進経費５４４万７,０００

円について。 

 令和３年から５年度の過去３年間の実績

及び令和６年度の積算内訳について説明を

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 学校給食課長。 

○学校給食課長（片平英樹君） それで

は、私から地産地消推進経費のことについ

てお答えいたします。 
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 こちらの経費につきましては、美幌産食

材や特産品を給食の食材として使用しまし

て、地産地消を図ることで地元産品への理

解と児童生徒の郷土愛を育む食育推進を公

費負担によって取り組んでいるものであり

ます。 

 この経費の過去３年間の実績と令和６年

度の積算額５４４万７,０００円の内訳につ

いては、回答書の表でまとめております

が、食材と特産品となっております。 

 いずれも美幌で生産された農畜産物を使

用しまして、町内業者から購入しているも

のでありまして、令和６年度につきまして

は、予算額を増額し計上させていただいて

おります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 説明については分

かりました。 

 地産地消ということで、特産品、美幌産

食材について、このように前年度から比べ

て倍以上になっていることについては、大

変いいことだと思います。 

 そこで、表の中で２点ほどお伺いしたい

と思います。 

 令和６年度の食材及び特産品①びほろあ

んぱんから⑤農産物まで、それぞれ年間に

どれだけ実施するのか、このような特産品

を使った回数、給食の回数は年間それぞれ

どのように考えているのか。 

 特に、うどん、ラーメンについては、令

和５年度の実績から見ると倍以上になって

ございます。 

 ほかに比べると非常に伸びているという

ことで、このように倍にする理由とか、購

入先を含めて御説明をお願いしたいと思い

ます。 

 この２点、お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 学校給食課長。 

○学校給食課長（片平英樹君） まず、回

数でありますけれども、①びほろあんぱん

につきましては年３回、②コロッケにつき

ましては年６回、③カットイモにつきまし

ては回数ではなくてキロ数ですけれども、

一応１,２００キロを予定しております。 

 ④うどん・ラーメンですけれども、うど

んとラーメンを合わせまして年１１回、⑤

農産物につきましてはキロ数ですけれど

も、今のところ予定していますのはニンジ

ンが１,０００キロ、タマネギが１,５００

キロ、キャベツが５００キロ、白菜が８００

キロ、アスパラが１００キロであります。 

 こちらは、１０月から地元産が取れるの

で、１０月から市場に出回る分を購入する

予定でございます。 

 先ほど言いましたうどんとラーメンです

けれども、今のところ、うどん、ラーメン

とも年６回程度を見込んでおりまして、地

元の企業で製麺を取り扱っておりますの

で、地元の企業から購入する予定でおりま

す。 

 いずれにしましても、今、食材が高騰し

ておりますので、回数につきましてはあく

までも予定となっております。 

 この辺は、これからの物価の上昇を見な

がら回数が減ったりとかしますけれども、

一応、見込みではこのように予算計上して

おります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 分かりました。 

 それで、課長、このような地元の食材、

特産品が伸びていくことについては、私も

大賛成であります。 

 令和６年度は非常に伸びていますので、

今後の考え方について、このようなことで

どんどんどんどん伸ばしていくのか、その

ようなことも含めてお伺いしたいです。 

 また、地産地消について、特に農産物

は、過去にも農協からの寄贈、提供があっ

たかと思いますけれども、そのようなこと

も含めて今後も考えられていくのか、企業
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から個人からの提供は予定しているのかど

うか、この２点をお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（戸澤義典君） 学校給食課長。 

○学校給食課長（片平英樹君） 地産地消

でありますけれども、地元産であれば一番

旬のものを提供できますし、子供たちも給

食で出たときに、これは地元で取れたもの

ですよと一言加えますと、ふだんより食べ

てくれるというか、そのようなこともあっ

たので、やはりこの地産地消の事業は、今

後も規模縮小することなく広げていきたい

なというのが、私の思いであります。 

 あと、企業とか個人とかの提供も、今、

物価高騰で困っているので、ＪＡさんもそ

うなのですけれども、無償で提供してもら

えるのであれば、私も営業に回ったりとか

して、少しでも給食の食材に充てたいなと

思っていますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） ページ数、２１５

ページ、１０款、５項、３目学校給食セン

ター費、学校給食費補助金２ ,７９５万

４,０００円の予算内容について御説明いた

だきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 学校給食課長。 

○学校給食課長（片平英樹君） こちらの

補助金は、保護者の皆様に負担いただいて

います学校給食費を町が補助し、経済的負

担の軽減を図ることで、安心して子育てが

できる環境づくりを支援する取組でありま

す。 

 令和２年度より、第３子以降の多子世帯

を全額補助にして実質無償化としまして、

さらに第１子、第２子につきましては、昨

年１０月に補正予算をお認めいただきまし

て、半額補助により給食費を半額として現

在実施しているもので、令和６年度につき

ましては、引き続き同じ内容の全額・半額

補助を、年度当初より通年で実施するため

の予算を計上させていただきました。 

 対象につきましては、町内の小中学校ま

たは町外の小中学校等に通学する児童生徒

でありまして、内訳は表に記載のとおり、

半額補助が８４５名、全額補助が１３２

名、合計９７７名を見込んでおります。 

 補助金ですので、保護者の皆様から申請

をいただきますけれども、それはそのまま

給食費の歳入予算に充当する形としており

ます。そのため、保護者の皆様への支払い

はなしということで取扱いをしたいと思っ

ております。 

 また、参考までに（３）に学校給食費の

１食当たりの単価と、実際に１人当たりの

年額、月額の給食費を記載しております。 

 この年額、月額の保護者負担が、町の補

助により無償化または半額となる予定とな

っております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 二つありまして、

町外の小中学校等に通学する児童生徒とい

うのは、小学生と中学生それぞれ何人いら

っしゃるのか。 

○議長（戸澤義典君） 学校給食課長。 

○学校給食課長（片平英樹君） 私どもで

把握しているのは、児童生徒４名でありま

して、北見支援学校が２名、網走養護学校

が１名、あと、釧路の支援学校に通ってい

るお子さんが１名です。 

 小中学校で分けますと、小学生が３名、

支援学校の１名が中学生の４名となってお

ります。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 今、課長の説明の

ように、昨年１０月から第１子、第２子に

半額補助をしたということで、多くの保護

者の皆さんは、学校給食の支援について大

変喜んでいると思います。 
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 町長にお尋ねしたいのですが、本来、義

務教育自体は無償という観点から言うと、

国が責任を持ってしっかり取り組むべきだ

と多くの議員は思っていますし、町長も共

通認識を持っていると思います。 

 全国町村会等でこのようなことについ

て、国に項目を挙げて取り組んでいらっし

ゃるのか、その辺のところが分かれば、町

長に答弁いただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、議員がおっし

ゃったように、町村として給食費について

も無償化にしてほしいという話はしており

ます。 

 当然、以前から皆さんより御質問いただ

いた中においては、やはり国が負担すべき

だということを私どもも言っていました。 

 しかし、昨今のコロナ禍等もあって、お

子さんを育てている方々の経済状況が大変

だということで、正直言って、国を待って

いられないという思いの中で、今回、全額

とはなりませんけれども、一部を半額にさ

せていただきました。 

 今後もどこまでできるかは考えながら、

一方では、これだけ国を挙げて子育てとい

うか、子供を大事に育てるということを考

えたら、給食費は国にしっかりやっていた

だけるように、言うならば無償になるよ

う、機会があるごとに私もそのような話を

していきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 先ほどの髙橋議員

からの屋外体育施設の利用条件について、

質疑があった件の答弁が整いましたので、

発言を許します。 

 スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（弓山 俊君） 先ほ

ど、髙橋議員から利用状況につきまして御

質問があった件を回答したいと思います。 

 まず、スケートリンク場の使用状況です

が、令和５年度につきましては利用がもう

終わっていますので、人数が出ておりま

す。４,２５６人という計算になっておりま

す。 

 歩くスキーコース場の利用人数なのです

が、令和５年度はまだ事業が終了していま

せんので、令和４年度の歩くスキーコース

場の利用人数は３,１５０人となります。令

和５年度も同様で見込んでおります。 

 野球場につきましては、令和５年度の使

用団体数は確認しております。４６団体が

使用しております。 

 利用状況は、今、説明したとおりとなっ

ております。 

 続きまして、スキー場の整備計画につき

ましての回答をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、令和６年度につきましては、今回

上げているリフト電動機のユニットの更

新、滑車軸とゴムライナーの交換修繕を予

定しております。 

 一応、修繕目安としましては、滑車軸は

１０年をめどに、１万２,０００時間という

部分が更新の目安となっております。 

 続きまして、リリー山スキー場の照明Ｌ

ＥＤにつきましては、令和６年度で予算計

上しています。 

 今後につきましては、令和７年度に油圧

緊張ユニット及びシリンダーオーバーホー

ルを予定しております。ユニットにつきま

しては、６年が更新の目安となっておりま

す。 

 続いて、令和８年度に予定しているの

が、リリー山スキー場降雪車更新でありま

す。 

 これにつきましては、一応、目安は特段

設けていないのですけれども、更新時期は

令和８年度で予定しているところでありま

す。 

 あと、通信ケーブルの更新も計画してお

りまして、これに関しては１５年の目安と

なっております。 

 続きまして、令和９年度予定となります

原動機緊張装置オーバーホール修繕という
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ことで、減速機と高速及び磁束軸溶射修繕

となっております。 

 修繕目安は、減速機につきましては５

年、５,０００時間となっております。 

 ユニバーサルジョイントにつきましては

５年から１万時間、電動ゴムライナーにつ

きましては１０年、高速及び磁束軸溶射修

繕につきましては、こちらも令和９年度で

予定している状況であります。 

 また、令和１０年度になりますが、制動

機油圧ユニット等修繕を計画しておりま

す。この制動機油圧ユニット等につきまし

ては６年がめどとなっております。 

 以上になります。よろしくお願いしま

す。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、５項保健

体育費、１０款教育費の質疑を終わりま

す。 

 次に、１１款公債費の質疑を行います。 

 １項公債費、２１６ページから２１７ペ

ージまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、１項公債費、１１款公債費の質

疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は１３時３０分とします。 

午後０時１４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後１時３０分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、令和６年度美幌町一般会計予

算について質疑を行います。 

 １２款職員給与費の質疑を行います。 

 １項職員給与費、２１８ページから２１９

ページまでの質疑を許します。 

 １２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） それでは、１２

款、１項、１目給与費、給与費明細書

（２）給料及び職員手当の増減額の明細に

ついてということで質問いたします。 

 職員数について。 

 令和５年度末の職員数、中途退職者数、

令和６年度の採用予定等について、補充計

画、人員はどうなっているのか質問しま

す。 

 回答よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） 御答弁申し上

げます。 

 令和５年度末の病院・消防を除く職員数

につきましては１８５人となっておりま

す。 

 また、令和５年度末、３月３１日付の退

職予定者数は５人となっております。 

 令和６年度採用人数でございますが、採

用試験を実施の上、１３人予定しておりま

す。事務職９人、保健師１人、土木技術職

１人、建築技術職１人、社会教育主事１人

の内訳でございます。 

 令和６年度当初の不足人員数、また、不

足している部署ということの御質問です

が、事務職については２人、保育士につい

ては２人、先ほどの不足人員分を充てたい

と考えております。不足する部署について

は括弧書きで記載の課となります。 

 なお、事務職の欄につきましては、令和

５年度末で退職した部分についての不足と

なりますが、令和６年４月１日の人事異動

配置等によって不足箇所は今後決まってま

いりますので、今回の回答から抜かせてい

ただいております。 

 ただ、この現状で事務職２人を含む７人

につきましては、現在３月末までの再募集

を行っておりまして、４月に採用試験、ま

た、早ければ６月１日、７月１日で採用し

たいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １２番松浦和浩さ
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ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今、回答をもら

ったのですけれども、実は、一つ質問が抜

けていまして、令和５年１２月の一般質問

でもやったのですが、令和５年度３月末ま

でに何人が総数で退職するのか、役職等も

含めて分かるのであれば再度回答をお願い

します。 

○議長（戸澤義典君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） 御答弁申し上

げます。 

 令和５年度１年間かけての退職者でござ

います。１２月の一般質問で５名と答弁さ

せていただいておりますが、１２月末に３

名、ここに記載のあります３月３１日付で

５名の合計１３名が退職いたします。 

 また、役職の内訳でございますが、１３

名のうち８名は既に退職しております。階

級の内訳につきましては主査職１名、担当

職７名となっております。 

 ３月３１日付につきましては予定で内示

等を出しておりませんので、答弁について

は控えさせていただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） この給与費とい

うのは、一般会計だけでも１２億円ぐらい

の給与になりまして、今回、現状の人数よ

り３名ほど多い人数で給与費を計算してい

るということです。 

 今、回答を受けている不足人員が７名い

るということになりますと、１年間通じて

足りないまま来ているということになるの

で、採用について相当しっかりとした体制

を取らないと、職場の環境、人員配置とし

て誰かの仕事が過重的になるのではないか

なと思うのです。 

 職場でこれだけ辞める人がいるのであれ

ば、採用についてしっかりやってもらいた

いのですけれども、それについて少し懸念

されるのが、職場の環境が悪いのか。 

 もし、メンハラだとか、パワハラだと

か、あまりないと思うのですが、カスハラ

も含めてハラスメント等が発生したとした

ら、せっかく採用予定で動いても、退職す

る人は後を絶たないと。 

 ここ数年間、続いている退職の原因を解

明しなければ、新規採用を入れても入れて

も同じことを繰り返して、職場では人が足

りないままと。 

 これは、住民サービスが低下しますの

で、職場の環境だとか、ブラック化だと

か、その辺については全くないのですか

ね。 

○議長（戸澤義典君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） まず、私から

退職者を出さないための取組として、例え

ば、明るい職場づくりなど、令和５年度よ

り職員研修等で実施しております。 

 基本的には、議員おっしゃるとおり、退

職したから採用すればいいということでは

なくて、退職者を出さない取組がそもそも

大事であって、職場の環境づくりが必要で

あると考えております。 

 例えば、コロナ禍において、通常よりも

職員に荷重がかかっている期間もございま

した。 

 また、飲み会等もできず、交流を深める

ことも難しい期間はありましたが、それぞ

れの職員がチーム一体となって、明るい職

場で働いていくことに向かっています。 

 例えば、ストレスチェックで確認したり

とか、職員研修を実施したりしています。 

 あと、辞める理由についてですが、先ほ

ど言いましましたように担当職７名という

ことで、若い職員の分析も行っています。 

 なかなか成果を見いだせないとか、転職

先があるので違う仕事をしてみたいとか、

いろいろ若い方の退職理由もありますが、

その辺についても分析しながら、職員が辞

めない、美幌町役場で一緒に働いていくた

めの研修についても実施していきたいと考

えております。 
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 また、それ以外の相談業務等については

日々行っていますが、基本的にそこの場所

の課長、所属長が一体となって、状況を早

めに判断することが大事だと考えておりま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） ただいまの松浦

議員からのお話は、適正な職員の管理、定

数管理を含めたお話だったと思います。 

 将来にわたり、住民サービスを安定的に

供給するためには、退職者の見通しを踏ま

えて、一定の新規採用者を継続的に確保し

ながら、計画的に適正な定数管理を行って

いくということが必要でございます。 

 一方で、職員の採用というのは、そのま

ま４０年程度の人件費の負担にもつながる

ということでございますので、しっかりと

適正な人員配置、人件費に支障を来すこと

のないよう、行政の合理化と能率化を図り

まして、適正な職員管理の推進に努めてい

きたいと思っております。 

 あわせて、今、課長がお話ししたよう

に、職場環境の充実という部分も含めて、

職員の健康管理体制、働きやすい勤務環境

の整備も進めてまいりますので、御理解を

いただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番馬場博美さん。 

○２番（馬場博美君） 同じく２１９ペー

ジ、１２款、１項、１目職員給与費、給

料、一般職級６億２,１７２万９,０００円

のうち、語学指導助手ＡＬＴの業務内容に

ついてお伺いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 外国語指導助手ＡＬＴにつきましては、

２名体制で小中学校を巡回しまして、教諭

とともに英語の外国語授業を実施している

ほか、授業で使用する外国語教材や資料の

作成、図書館で実施している事業「えいご

とあそぼ！」において、絵本の読み聞かせ

などを行っております。 

 各小学校においては、３年生以上の児童

を対象に各校週２から３日程度、各中学校

においては、全学年を対象に隔週で授業を

行っている状況にあります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 説明については分

かりました。 

 語学指導助手ＡＬＴ２名体制については

非常に評判がよくて、実は、保育園、それ

から幼稚園の保護者の方から、ぜひ、その

ような時間と機会があれば、保育園や幼稚

園に来ていただいて、授業等をやっていた

だければという声がありました。 

 今、御説明がありましたけれども、時間

的に大変忙しいとは思いますが、その辺の

検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 可能なのかどうか、その辺の考え方につ

いて御説明をお願いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 ＡＬＴにつきましては、通常の１学期、

２学期、３学期につきましては授業を実施

しておりますが、夏季・冬季休業等を自宅

授業だとかの部分として、調整次第では、

外に出て保育園だとかというのも可能でな

いかと思っております。 

 実際に、コロナ禍の前は年数回やってい

たという実績もございますし、昨年の５月

に５類に移行した後、今年の１月に一度

「えいごとあそぼ！」という事業を実施し

ております。 

 外国の人たちや外国に対して興味関心を

持ってもらう、また、ＡＬＴにつきまして

は、生きた英語に直接触れるということも

あります。 

 ぜひとも、福祉部と調整して、町立保育



－ 387 － 

園や学童保育、児童センター、こちらのほ

うにも出向いて事業を展開してまいりたい

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） 私も同じく２１９

ページの職員給与費のうち、会計年度任用

職員の給与についてでありますが、フルタ

イムの一般職、専任職、専門職、作業職の

令和５年度及び令和６年度の給与、期末・

勤勉手当合計額の比較で、どの程度給与が

改善されているのか、御説明いただきたい

と思います。 

○議長（戸澤義典君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） 御答弁申し上

げます。 

 別紙の７ページを御覧いただきたいと思

います。御質問の職種ごと、また、職種に

伴う基準となる職務を参考で記載させてい

ただいております。看護師、保育士等を内

容欄で確認いただければと思います。 

 上段が給与分でございます。 

 左側が令和６年度、右側が令和５年度

と、差額を記載しております。月給の差額

は３,７００円から１万２,５００円となっ

ております。 

 若年層を中心に給与が増額しております

ので、若年層や給与が低いほうから底上げ

しているということでございます。 

 月額給与を年額に直したものが右側の表

になっております。年間４万４,４００円か

ら１５万円の幅で増額しております。 

 下段が手当分となります。 

 期末手当については、現行の２.４か月分

から２.４５か月分ということで０.０５か

月分増額しておりますので、その分の差額

３万円程度を増額しております。 

 令和６年度から新たに支給が可能となり

ました勤勉手当につきましては令和６年度

となっておりまして、３１万８,０００円か

ら５４万円の幅となっております。 

 全ての合計の年額を比較しまして、差額

については、記載のとおり、５０万円から

６５万円の幅で月平均５万円程度増額とな

るものでございます。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 今回、久しぶりに

民間ベースに合わせてベースアップして月

給が上がったこと、あと、令和６年度に勤

勉手当がようやく制度化されるということ

で、ここに書かれているような形で年収が

かなり改善されました。 

 しかしながら、フルタイムでは、正職員

よりも若干時間が短いというだけで、かな

り改善されたといっても、正職員と比べた

場合、まだまだ低いというのが率直な感想

であります。 

 それで、以前この制度が導入されたとき

に私が質問した中で、できるだけ正職員と

の格差を縮めていくということで努力して

ほしいという話をしました。 

 今の制度の中で唯一改善が必要だなとい

うのは、寒冷地手当が支給されていないと

いうことです。 

 これは、いわゆる燃料手当でありますか

ら、身分によって、当然、生活費に違いが

出てくるわけではありませんので、その辺

が一番の課題かなと思います。 

 この辺については、国のほうで会計年度

任用職員制度をつくって全国的にやってお

りますけれども、さらなる待遇改善という

意味で正職員に近づけるため、国に対して

積極的な動きがあるのか。 

 あるいは、美幌町として、改善に向けて

どのような考え方をお持ちなのか。 

○議長（戸澤義典君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） 御答弁申し上

げます。 

 会計年度任用職員制度が始まったときに
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支給されない手当ということで、勤勉手当

のほかに寒冷地手当、通勤手当があるのは

認識しております。 

 基本的に国公準拠で行っておりますが、

当時も国の動向を注視しながら進めていき

たいということで、総務省の状況を確認し

ております。 

 今回の勤勉手当の支給について、総務省

で動いていたという中では、残念ながら令

和４年度、５年度は寒冷地手当についてま

だそこまで議論されていないという認識で

あります。 

 ただ、北海道・東北方面の特別な手当か

もしれませんが、今後についても総務省に

確認しながら、寒冷地手当等の手当の差に

ついては今後注視していきたいと考えてお

ります。 

 単独で支給するということにはならない

と考えております。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、１項職員

給与費、１２款職員給与費の質疑を終わり

ます。 

 次に、１３款予備費の質疑を行います。 

 １項予備費、２２０ページから２２１ペ

ージまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、１３款予備費、１項予備費の質

疑を終わります。 

 以上で、歳出の質疑を終わります。 

 続いて、歳入の質疑を行います。 

 歳入については、一括して２６ページか

ら８３ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 以上で、歳入の質疑を終わります。 

 これで、議案第２９号令和６年度美幌町

一般会計予算について質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は１３時５０分とします。 

午後１時４８分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後１時５０分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 議案第３０号令和６年度美幌町国民健康

保険特別会計予算について、歳入歳出一括

して質疑を許します。 

 １１番大江道男さん。 

○１１番（大江道男君） ３０４ページ、

国保会計の総務管理費に関わって質問いた

します。 

 国保の保険証廃止、本年１２月になりま

すが、その対応についてお聞きいたしま

す。 

 町のマイナ保険証普及状況及びマイナ保

険証運用トラブル発生の状況、そして、国

保保険証廃止方針への対応についてお聞き

いたします。 

○議長（戸澤義典君） 戸籍保険課長。 

○戸籍保険課長（佐々木斉君） 御答弁申

し上げます。 

 マイナ保険証の普及状況でございます

が、国保中央会から昨年１１月のデータが

提供されており、そのデータが最新となっ

ておりますので、御説明いたします。 

 本町の国保の被保険者数４,０８７人、う

ちマイナ保険証登録者は２,６７５人、割合

は６５.４５％となります。 

 マイナ保険証を利用した人数は４６０人、

外来レセプト件数は５,４３２件、マイナ保

険証利用率は８.４７％となります。 

 続いて、マイナ保険証運用トラブルの発

生状況でございますが、一つ事例がござい

ました。 

 高額療養費の自己負担限度額や前期高齢

者の一部負担割合などは、世帯の被保険者

の所得の合計によって決まってまいりま

す。 
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 それで、高額療養費の自己負担限度額の

区分は所得に応じて決まるのですが、世帯

の異動や所得の変更などの事由によってこ

の区分が変更となる場合、本町では北海道

の国保情報集約システムにデータの入力を

行います。 

 医療機関が被保険者の資格や区分を確認

するのは、国保中央会のオンライン資格確

認システムでございますが、北海道のシス

テムと国保中央会のシステムにおいてデー

タ連携に不具合があり、資格や区分が一致

していないという事案が生じました。その

結果、不具合が発生した人数は１０２人、

実際に医療費に影響があったのは１人でご

ざいます。この１人につきましては、直ち

に医療費を正しい区分で計算し、対応させ

ていただいております。残りの方々も不具

合は修正しておりますので、よろしくお願

いします。 

 マイナ保険証自体の不具合ではございま

せんが、マイナ保険証を利用するシステム

にトラブルが発生したものですので、御理

解のほど、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 続きまして、国保保険証廃止方針への対

応でございますが、保険証の廃止は１２月

２日でございます。 

 １２月１日以前に発行済みの健康保険証

につきましては、保険証の有効期限でもあ

る令和７年６月３０日まで、引き続き健康

保険証として利用することができます。 

 マイナンバーカードにつきましては、介

護施設などに出張手続を実施しており、申

請、交付につきましては随時相談を受け付

けてまいりたいと考えております。 

 また、町広報などにより、マイナ保険証

に関する情報提供を実施してまいりますの

で、御理解のほどよろしくお願いしたいと

思います。 

○議長（戸澤義典君） １１番大江道男さ

ん。 

○１１番（大江道男君） ただいまお示し

いただきましたデータで確認できること

は、町民の３人に１人はマイナカードを求

めていないという状況になっております。 

 これからも急速な普及などは到底見込め

ないということが推察されます。 

 そして、マイナ保険証を利用して医療機

関にかかるという方も非常に少ないと。１

割に満たないという状況の中で、紙媒体の

保険証を廃止するということになろうとし

ているのが現状です。 

 そこで確認いたしますが、町として努力

すべきことはやろうということが、最初の

答弁の中で示されていますが、多分、私自

身も含めた高齢者の中には、マイナ保険証

は申請しないと、したくないという方々が

多数おられると思います。 

 その中で、従来の国民健康保険証は、じ

っと待っていれば送られてくると、保険証

は自動的に手に入るというシステムに慣れ

ていますが、これからは、本人が資格確認

書の発行を求めない限り、手元には有効な

保険証はないと。 

 マイナ保険証もなければ、紙媒体の保険

証もないよと、このような状況で、今まで

１年ごとにもらっていた保険証が、確認書

の交付を自ら求めない限り、手元には保険

証がないよという状況にさらされます。 

 ごく最近、１年という期間がもう少し長

くなるのではないかという情報もあります

けれども、要は、本人が働きかけない限

り、医療機関に行って、国民皆保険制度の

下で治療を受けることができないという状

況になろうとしている。大変不安が広がっ

ています。 

 このような状況の下で、町としてどのよ

うに対応しようとしているのか。これは全

国的な問題です。 

 政府がやろうとしているわけで、一つ一

つの自治体がああだこうだとは完全に言い

切れない状況の下で、足並みの乱れだと

か、様々なトラブルが発生しているという

ことです。 
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 私は、最低限２本立てで、前の保険証は

保険証として。やろうとしている限りは止

められないけれども、紙媒体の保険証の発

行も併せて行えというのが町の基本方針で

あってしかるべきでないかと思います。 

 この点については、全道的な市町村の足

並みなども含めて、どのように対応されよ

うとしているのか、この部分について、町

長に今後の方向も含めてお示しいただきた

いと思います。 

○議長（戸澤義典君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 今回の国

民健康保険の保険証廃止につきましては、

町民の皆様方をはじめ、多くの皆様方が不

安を抱えている部分だということは十分認

識してございます。 

 その中で、マイナンバーカードにつきま

しては、今回、健康保険証等の一本化とい

うことがうたわれてございますが、当然な

がら町民自身の過去の健康医療に関するデ

ータ、そのようなことに基づいたより適切

な医療を受けていくことも可能になるな

ど、様々なメリットがあるということもご

ざいます。 

 まず、このような様々なメリットについ

て、しっかりと情報提供、広報、ＰＲをし

ていくということが我々町としての責務だ

と考えてございます。 

 様々な不安を抱えているところではござ

いますけれども、今後の生活におきまして

は、地域社会の活動をしていく上で、マイ

ナンバーカードは今の時代には必要なのだ

ろうということで、今まさに社会が大きく

変わっていく段階にもあるのだろうと思っ

てございます。 

 その変わっていく過渡期におきまして

は、先ほど御答弁申し上げましたとおり、

若干トラブル等も発生しているところであ

ります。 

 しかしながら、そうはいいましても、で

きるだけ完全な形でスタートしていく、こ

れも基本でございますので、町としてもし

っかりと取り組んでいくところではござい

ますが、改善すべき点を改善しながら、国

としましてもしっかりとリードをしていた

だいた中で、次の世代へ向けて、制度の充

実につなげていくことが何より重要なこと

と考えてございます。 

 それぞれ課題がある中で今進んでいると

ころでございますけれども、今後におきま

しても、しっかりと加入者の方々の不安、

そのようなものに丁寧に耳を傾けてまいる

覚悟でおりますし、その後も町民、医療機

関等が安心・安全に利用できるよう、国の

動向にもしっかり注視しながら、町として

も迅速かつ適切な対応を図ってまいりたい

と基本的に考えているところでございま

す。 

○議長（戸澤義典君） １１番大江道男さ

ん。 

○１１番（大江道男君） 答弁の中身は理

解できますという意味ではないのですけれ

ども、想定の範囲内の御答弁をいただきま

した。 

 ただ、申し上げたいのは、やはり、長

年、紙媒体の下で国民皆保険の恩恵にあず

かってきた人たちが自ら働きかけない限り

保険証がないという状態にさらされる、そ

のような可能性があります。 

 そうなると、再発行の手続だとか、ある

いは年限が来たらまたなくなってしまうと

か、そのような危険性にさらされる可能性

を多分に持っているので、そのような方々

の立場に立って、世界に誇る国民皆保険制

度の下で、町民が健康、命を全うできるよ

うに、ぜひ最後まで御努力いただきたいと

いうことだけを申し上げて、質問は終わり

ます。 

○議長（戸澤義典君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） しっかり

と取り組んでまいりたいと思います。 

 紙媒体のお話でございますが、現在は、

マイナンバーカード一本になるという制度

にはなってございません。 
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 様々な制度の変更、国もいろいろな方

針、方向性を出し、まちまちな状況もござ

いまして、情報が散らかっている部分があ

ろうかと思いますが、マイナンバーカード

の健康保険証利用登録をしていない方につ

きましては、資格確認書というものが出る

ことになります。 

 当初、本人の申請が基本ということでう

たわれてございましたが、現在は本人の申

請によらず、保険者がそれぞれ交付できる

ということになってございまして、本人の

申請なくとも町の職権により皆様方にこの

資格確認書をお渡しするということで、ま

ずその部分は御安心いただきたいと考えて

ございます。 

 これに限らず、引き続きいろいろな不

安、そのようなものを我々もしっかり払拭

しながら、この制度につきましてしっかり

と推進していけるよう努めたいと思いま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ３番横山清美さん。 

○３番（横山清美君） それでは、予算書

３１５ページ、４款、２項、１目、１２節

保健事業費、特定健康診査委託料１,３３３

万７,０００円の具体的な事業内容、診査項

目、それから積算根拠及び特定健診の具体

的な取組について質疑をさせていただきた

いと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 戸籍保険課長。 

○戸籍保険課長（佐々木 斉君） 御答弁

申し上げます。 

 特定健診とは、高齢者の医療の確保に関

する法律に基づき、高血圧症、脂質異常

症、糖尿病などの生活習慣病の予防のため

に実施する健診のことでございます。 

 対象者は４０歳以上７５歳未満の国保の

被保険者でございます。 

 検査項目でございますが、美幌国保病院

の場合、基本検査は、いずれの医療機関で

あっても特定健診として実施しなければな

らない検査で、診察、身体計測、血圧、血

液検査、尿検査でございます。 

 追加検査や詳細検診は、その自治体で追

加する検査項目で、国保病院の場合、眼底

検査の機器を有しているため、眼底検査を

含め追加健診等を実施しているものでござ

います。 

 健診の実施でございますが、個別健診の

実施期間は、美幌町立国保病院、美幌医師

会の所属する医療機関で、特定健診が実施

できる医療機関、網走厚生病院、北見医師

会に所属する医療機関で特定健診が実施で

きる医療機関と契約しております。 

 集団健診ですが、対がん協会は、しゃき

っとプラザを会場に６月、８月、１２月に

実施、美幌国保病院は、２月に集団健診を

実施し、厚生連の巡回ドックは、１１月に

実施しております。 

 特定健診の委託料につきましては、実施

医療機関からそれぞれ見積りを徴収し算出

しております。 

 以上、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） それでは、一、二

問、質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、資料要求すればよかったのです

が、質問内容には書いていなかったので、

令和５年度の４０歳以上７５歳未満の対象

となる被保険者数、それと、受診した実績

を分かる範囲で結構ですので、教えていた

だければと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 戸籍保険課長。 

○戸籍保険課長（佐々木 斉君） 御答弁

申し上げます。 

 令和５年度はただいま実施中なものです

から、令和５年度ではなくて令和４年度の
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数字で申し上げたいと思います。 

 特定健診対象者は３,００２名、特定健診

受診者は９８４名、受診率は３２.８％とな

っております。 

 以上、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） 保健事業実施計画

の中身を読ませていただきますと、受診料

の問題が提起されておりまして、先ほど、

令和４年度の数字では３２％という現状な

のですが、目標設定値が６０％ぐらいと定

めている中で３０％というのは約半分で

す。 

 これからの美幌町の健康課題を考えたと

きに、いかに生活習慣病の発症及び重症化

を防ぐか、それから、生活習慣病治療中の

コントロール不良者が多いのをいかに防ぐ

か。 

 さらに、糖尿病を防ぐ、メタボリックシ

ンドロームの該当者も少なくするという目

標を抱えている状況の中で、やはり３０％

というのは非常に低いと思います。 

 案内は一応出す、そして受診をするとい

う形になるのですけれども、多分、１回の

案内でそのまま終わってしまって、その後

のフォローが全くないという状況だと思い

ますので、その辺の考え方を最後にお聞か

せいただき、終わりたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 戸籍保険課長。 

○戸籍保険課長（佐々木 斉君） 御答弁

申し上げます。 

 特定健診の受診率でございますが、今、

議員がおっしゃったように、３０％台とい

うのは決して高いと胸を張って言える数字

ではなくて、全道的にも半分より後の順位

となっております。 

 特定健診の受診率向上につきましては

様々な取組をしておりまして、例えば、

４０歳から７０歳までの５歳刻みごとに自

己負担額をいただかないとか、そのような

取組もしておりますが、特定健診の率は上

がらず、なかなか数字に表れてきません。 

 また、令和２年度、３年度はコロナによ

り受診控えというものがありましたが、職

員が特定健診の受診について電話勧奨を実

施し、３２.８％まで戻ってきたという状況

になっております。 

 令和６年度以降も、第４期の特定健診の

実施計画を定めまして取り組んでまいりま

すが、電話勧奨やダイレクトメールだとか

を含めまして、様々な取組で特定健診の受

診率向上に努めてまいりますので、御理解

のほどよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、議案第３０号

の質疑を終わります。 

 次に、議案第３１号令和６年度美幌町後

期高齢者医療特別会計予算について、歳入

歳出一括して質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第３１号の質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

 再開は１４時１１分とします。 

午後２時 ９分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後２時１１分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 議案第３２号令和６年度美幌町介護保険

特別会計予算について、歳入歳出一括して

質疑を許します。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） ３ ９ ３ ペ ー ジ 、

２款、１項、１目の居宅介護サービス給付

費１１億８２万９,０００円、前年度決算見

込額との比較による増減理由について御説
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明をお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 御答弁申

し上げます。 

 前年度決算見込みとの比較につきまして

は、配付いたしました資料に表としてまと

めさせていただいておりますので、御覧い

ただければと思います。 

 まず、令和６年度の予算につきまして

は、今回策定いたします第９期介護保険事

業計画（令和６年度から令和８年度まで）

の３年間となりますけれども、その計画値

に基づきまして、計上をしているところで

ございます。 

 前年度決算見込額との比較による主な増

減理由でございますけれども、３年に一度

行われます報酬改定による増、それから、

令和５年４月に開設いたしました小規模多

機能型居宅介護事業所の事業が、令和６年

度におきまして１年間、１２か月分の稼働

となること、特定施設入居者生活介護の利

用者の増が主な要因となってございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 増減の理由は分か

りました。 

 この中で、特定施設入居者生活介護の利

用者というのは、多分、有料老人ホームだ

とか、そのようなところを指していると思

うのですけれども、何人ぐらい増になるの

か、その辺を教えてください。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 特定施設

入居者生活介護につきましては、すみませ

ん、ちょっと計算をさせてください。 

 失礼しました。 

 令和６年度におきましては、８人を見込

んでいるところでございます。 

 令和５年度におきましては、４人の見込

みということで、当初、令和５年度の予算

のときには、もう少し多い人数でございま

したけれども、実績としては減ってきてい

る状況で４人となってございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） ３ ９ ３ ペ ー ジ 、

２款、１項、２目の施設介護サービス給付

費７億１,１５０万４,０００円の前年度決

算見込額との比較による増減理由と介護老

人福祉施設、介護老人保健施設の直近の稼

働実績及び令和５年度の見込みについて御

説明をお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 御答弁申

し上げます。 

 まず、施設介護サービス給付費の前年度

決算見込みとの比較につきましては、資料

の中段にある施設介護サービス給付事業と

いう表にまとめさせていただいておりま

す。 

 また、前年度決算との比較でありますけ

れども、主な増減理由としましては、３年

に一度行われます報酬改定による増、それ

から、住所地特例者の増加に伴う全体の利

用者の増ということが主な理由となってご

ざいます。 

 介護老人福祉施設、それから介護老人保

健施設の直近の稼働状況につきましては、

資料の下段の表になってございます。 

 令和５年度の見込みとしましては、表の

右側に書いてございますけれども、まず、

介護老人福祉施設につきましては、定員

１００名のところ、常時１００％の稼働見

込みとなってございます。 

 また、直近の稼働実績につきましても常

時１００人ということで、常に満床という

状態になってございます。 

 それから、介護老人保健施設の令和５年

度の見込みにつきましては、計画値でござ

いますけれども、月平均９８％を見込んで

いたところでありますが、実際に直近の稼
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働実績は月平均７８.１人ということで、稼

働実績は低下しているといった状況になっ

てございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） まず、上のほうの

住所地特例者が増ということですが、住所

地特例の施設は何種類かありますけれど

も、どこで利用増となっているのか、その

辺の状況が分かれば。 

 それから、下のほうの老人介護保健施

設、美幌でいえばアメニティ美幌なのです

けれども、昨年度もそうでしたが、緑の苑

と比べるとなかなか平均稼働率が低いで

す。恐らく、介護体制というか、職員の問

題だと思うのですけれども、なかなか改善

していかない。 

 その結果、アメニティ美幌の利用をした

くてもできない、必要な方がいらっしゃる

ということなのですけれども、行政側とし

ては、施設側とどのような情報交換や対応

をしているのか、その辺についてお話をお

聞かせください。 

○議長（戸澤義典君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 私からアメニ

ティ美幌の体制等についてお話をさせてい

ただきたいと思います。 

 上杉議員がおっしゃるとおり、稼働率が

１００％ではないというのは、まさに従事

職員の充足がされていないということが一

因となってございます。 

 これについては、数年来、継続している

ことでもありますので、定期的に老健とも

連絡を取り合いながら、今後の方針等々を

協議しております。 

 法人全体の取組にはなるのですけれど

も、今、外国人労働者の雇用というのも積

極的に行いまして、順次、職員として雇用

を始めている状況でございます。 

 まず、日本人の介護従事者の確保がかな

り難しいということで、法人としては、

今、外国人の労働力に頼った形で定員を充

足して、その上で利用者さんの入所を進め

ていこうという考えでおりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） まず、私

からは、最初の質問である住所地特例の関

係でございます。 

 今、私どもで、住所地特例でどこの町の

どの施設に入ったというデータを資料とし

て持っていないのですけれども、実績の数

字としてそのようなものが増えているとい

う状況であります。 

 美幌におきましては、緑の苑が介護老人

福祉施設ということでありますけれども、

そこに対する申込みとほかの施設への申込

みということで、現在、実人員ではありま

せんが、待機者が百数十名いらっしゃると

いうことです。 

 その中で、施設入所を希望されている方

につきましては、緑の苑に空きがなくても

ほかで空いたところに行かれているという

ことで、町外、要するに住所地特例として

行かれている方が増えているといった傾向

も見受けられると理解しております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 人材が不足して、

受入れができないという現状は分かりまし

た。 

 その中で、外国人を雇用しながら法人側

も努力しているということなのですが、入

りたくても入れない人がいる。 

 介護を必要とするお年寄りを抱えている

世帯にとっては、居宅でサービスを受ける

とか、そのようなことでかなり負担も多い

と思います。 

 この隙間、２０人ちょっとありますの

で、アメニティ美幌がそのような形で受入

れをすると。 

 外国人労働を受け入れざるを得ない環境
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にあるということですけれども、受け入れ

る場合の法人側のいろいろな課題とか、い

ろいろな支援みたいなこともあるかと思い

ますので、ぜひ定期的に法人側と協議しな

がら、万全な人材確保について努力してほ

しいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） ただいま議員

が御指摘のとおり、ベッドが空いていなが

ら入れないという状況は決して望ましいも

のではないということは重々認識してござ

います。 

 法人とも一層連携を密にした上で、満床

状態の稼働になるよう今後も努めてまいり

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） 同じく３９３ペー

ジ、２款、２項、１目の居宅介護予防サー

ビス給付費７,７８８万２,０００円の前年

度決算見込額との比較による増減理由につ

いて御説明をお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 御答弁申

し上げます。 

 まず、前年度決算見込額との比較につき

ましては、配付いたしました資料の中段に

大きな表でまとめさせていただいておりま

す。 

 また、比較による増減理由ということで

ありますけれども、こちらも先ほど来の説

明と重複しますが、報酬改定による増、そ

れから、小規模多機能を昨年４月に開設し

たということで、それが年間稼働になるこ

と、また、同様に特定施設入居者生活介護

の対象者の増というものが主な理由となっ

ております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 次に、３９７ペー

ジ、３款、１項、１目の介護予防・生活支

援サービス等費５,４８９万３,０００円の

前年度決算見込額との比較による増減理由

について説明をお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 御答弁申

し上げます。 

 まず、前年度決算見込額との比較につき

ましては、こちらの資料に表としてまとめ

させていただいております。 

 前年度決算見込額との比較による主な増

減理由でありますけれども、通所型サービ

スの利用者の増ということが大きな理由と

なってございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 通所型サービスの

利用度は、具体的にどの程度増えているの

でしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 大変申し

訳ありません。 

 数字でまとめたデータを今手元に持って

きておりませんでしたので、至急、整理し

てお示ししたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 具体的な数字

は後ほどお示しさせていただきたいのです

けれども、まず、６年度が５年度と比較し

て伸びた理由というのは、５年度はコロナ

禍によって事業所が一時閉鎖になったとい

う特殊事情がございます。 

 したがいまして、今回、第９期の介護保

険事業計画でサービス量を決定しているわ

けなのですけれども、この量が一般的な量

になると考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 
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○６番（上杉晃央君） ３ ９ ７ ペ ー ジ 、

３款、２項、１目の地域包括支援センター

運営委託料３,８０８万８,０００円です

が、前年度決算見込額との比較による増

減、地域包括支援センターの職員配置の過

去３か年の状況について御説明をお願いい

たします。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 御答弁申

し上げます。 

 前年度決算見込額との比較でございます

けれども、お配りしております資料の大き

なほうの表が比較になります。 

 項目的には、人件費、車両関係費、シス

テムサーバー更新、処遇改善費、その他事

務費という項目が載っている表になりま

す。 

 この中で、令和６年度で新たに予算措置

するものとしまして、システムサーバーの

更新、それから処遇改善費があり、その分

は完全に増という形になっておりますの

で、御承知いただければと思います。 

 また、過去３年間の職員の配置状況につ

きましては、お手元の資料の一番下にまと

めさせていただいております。 

 令和３年度、４年度、５年度ということ

で、現在におきましては、１０名の職員が

配置されているということで書かせていた

だいております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 増減の中身は分か

りました。 

 この中で、処遇改善費２７２万円、これ

は、多分、国の介護報酬関係の制度改正に

伴うものかなと思うのですが、処遇改善の

主な内容として、新年度にはどのような改

善がなされるのでしょうか。 

 それと、配置状況については分かりまし

たが、もう１点。 

 令和５年度中の今は、多分、欠員が２人

という状況かと思うのですが、ちなみに計

画で令和６年度は何人になっているのか、

その辺をお尋ねしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） まず、処

遇改善の中身でございますけれども、こち

らは介護報酬の改定と一部、委託先である

事業者も含めての改善ということで考えて

はいると思います。 

 今、地域包括支援センターで介護事業を

やっていただく方は、３職種に５人がおり

まして、その５人に対する改定ということ

で、先ほど申しました介護報酬の改定を含

めての金額でありますけれども、１人当た

り年額で５４万４,０００円の増額という形

になってございます。 

 それから、令和６年度の人員配置につき

ましては、現在、予算上はこちらで求めて

おります全体で１２人、先ほどの地域包括

支援センターの３職種５人、それから、事

務員、さらに、介護予防の関係で３人、障

がい者の分ということで１２人を事業者に

は配置してほしいということでお願いして

ございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 先ほどの件につい

ての答弁を許します。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 先ほど整

理番号４番での質問、３９７ページの介護

予防・生活支援サービス費の関係で、増と

なった人数ということで質問があったかと

思います。 

 月当たり６名ほどの増ということになっ

てございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、議案第３

２号の質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 
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 再開は１４時４５分とします。 

午後２時３１分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後２時４５分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 議案第３３号令和６年度美幌町水道事業

会計予算について、歳入歳出一括して質疑

を許します。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） ４ ３ ３ ペ ー ジ 、

１款、１項、１目高野第一加圧ポンプ所移

設実施設計委託料２,５５０万円、この事業

の詳細について説明をお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 事業の詳細でございますが、この事業

は、国土交通省北海道開発局が整備する横

断自動車道網走線、端野高野線の道路工事

に伴い、高野第一加圧ポンプ所とその周辺

の配水管が支障となるため、移設に係る実

施設計委託料を予算計上しているものでご

ざいます。 

 本業務は、令和５年度に予定しておりま

したが、横断自動車道の用地処理の遅れな

どにより、令和６年度に先送りとなった業

務でございます。 

 ポンプ所の移設場所についてでございま

すけれども、現在、高野インターの道路線

形が未確定であることから、インターの詳

細の線形が決まり次第、移設場所を確定い

たします。 

 今後のスケジュールですが、令和６年度

に移設に係る実施設計、令和７年度に用地

取得、令和８年度にポンプ所の建設工事、

また配水管の移設工事、令和９年度に旧ポ

ンプ所の解体撤去工事、配水管移設工事を

予定しております。 

 次に、業務の内訳でございます。 

 業務は大きく調査業務と設計業務に分か

れます。 

 調査業務につきましては、現況測量、路

線測量、用地測量など一式に３４０万円、

ボーリング調査一式に２１０万円、設計業

務については、ポンプ所の設計（新設・撤

去）及び周辺配水管の設計一式に２,０００

万円、計２,５５０万円となっております。 

 以上、御答弁申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 網走までの高規格

道路の延長に伴う移設ということは分かり

ました。 

 それで、この高規格道路が完成した場合

に、今、高野地区も事業所が何か所かあり

ますけれども、利便性向上によって、あの

地区に工場が進出ということも考えられる

わけですよね。 

 その中で今、この計画そのものが、機械

等は新しくなるのでしょうけれども、ポン

プ所の能力として現行をそのまま移設する

のか、それともそのようなことを見越して

能力アップできる可能性のあるポンプ所に

するのか、その辺のところ。 

 それと、今回はこのポンプ所が出てきた

のですけれども、この高規格道路によっ

て、ほかにそのようなものが今後出てこな

いのか、そのような施設があるのかないの

か、対象物がないならないで構わないので

すけれども、その辺のところを教えてくだ

さい。 

○議長（戸澤義典君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 まず１点目でございますけれども、ポン

プ所の能力ということでございます。 

 今現在、開発さんの工事に伴う移転の中

では、能力については現状のままという考

えを持ちますが、実際には実施設計した中

で、構造計算というか、ポンプの能力計算

を行いまして、そのときにある程度エリア

の見直し等を含めてやる予定でございま
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す。 

 その結果をもって、もし能力のアップが

もっと必要であるということであれば、そ

の時点で能力アップしたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 ２点目でございますけれども、今現在、

大きなもので移転だとか、そのような部分

は来ていないというか、そのような部分の

情報は入っておりませんので、今現在はな

いということでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番馬場博美さん。 

○２番（馬場博美君） 同じく４３３ペー

ジ、１款、１項、１目浄水配水設備費、水

道管路整備事業１億５,４２８万６,０００円、

水道管の令和５年度末の耐震化率及び令和

６年度末の耐震化率の見込みについて説明

をお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 水道管の令和５年度末の耐震化率でござ

います。 

 記載のとおりでございますけれども、配

水管につきましては１７.４％、送水管につ

きましては５０.６％、導水管につきまして

は１９.３％、全ての管路延長を合わせると

今現在１９.３％の耐震化率でございます。 

 また、導水管の下に「うち、基幹管路耐

震化率」と記載がございますけれども、こ

れにつきましては４７.４％でございます。 

 基幹管路とは何かといいますと、送水

管、導水管、配水管の口径３００ミリ以上

の上水道事業にとって重要な管路線のこと

を言います。 

 また、基幹管路は、国が策定した国土強

靱化基本計画で水道の基幹管路の耐震化率

を２０２８年度までに６０％以上との目標

を掲げていることや、国が公表している耐

震化率についても基幹管路であることか

ら、資料として記載したものでございま

す。 

 次に、令和６年度末、耐震化率見込みで

ございます。 

 予定している水道管路整備事業では、配

水管の布設替工事がメインとなっているこ

とから、配水管のみ耐震化率が０.６％の増

で１８％になり、全体で０ .５％の増、

１９.８％となる見込みでございます。 

 以上、御答弁申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） １月１日に能登半

島で地震が起こりました。 

 美幌町においても、地震が起きたら水道

管が破裂し、断水の状況になります。 

 今の課長の答弁の中にもありましたけれ

ども、国は、２０２８年度までに水道管の

耐震化率を６０％ということであります。

道内の１７９市町村のうち約７割が６０％

以下にとどまっているということで、新聞

報道にも出ました。 

 そこで、美幌町における２０２８年度ま

での耐震化率６０％の見通しについてお伺

いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 ２０２８年度までに６０％の目標を達

成、見通しとしてできるかという質問でご

ざいます。 

 現在、市街地を中心に計画的な水道管の

更新を進めているところでございます。 

 今後、基幹管路の更新は予定しておりま

すが、２０２８年までに６０％を達成する

ことは難しいと考えているところでありま

す。 

 次の更新の布設替えでは６０％を超える

予定ではございますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ
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ん。 

○２番（馬場博美君） ６０％の見通しに

ついては難しいと。 

 課長、次の更新に合わせてという話であ

りましたけれども、やはり地震が起きたら

大変だと思うので、そこはきちんと目標を

計画の中に定めて、その目標に向かってい

ただきたいと思いますが、具体的に何年度

までにということはお考えでしょうか。 

 そこの説明を再度お願いしたいと思いま

す。 

○議長（戸澤義典君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 スケジュールの話になってきますけれど

も、今現在、水道事業として計画の予定は

しておりますと、先ほどお答えしておりま

すが、計画の中では２０２９年、令和１１

年から工事着手を予定しておりまして、そ

こから３か年計画で更新できればという計

画は持ってございます。 

 この内容でございますけれども、先ほど

御説明しました送水管、導水管、配水管と

いう部分が含まれており、今計画している

のは導水管の部分でございまして、導水管

の更新が完了すれば６０％を超えるという

見込みで今現在計画しているところでござ

います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） こ れ で 、 議 案 第

３３号の質疑を終わります。 

 議案第３４号令和６年度美幌町公共下水

道事業会計予算について、歳入歳出一括し

て質疑を許します。 

 ２番馬場博美さん。 

○２番（馬場博美君） ４５１ページ、

１款、１項、１目下水道使用料３億６,４００

万円について、過去３年間、令和３年から

令和５年度の実績及び令和６年度の積算内

訳についてお伺いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 過去３年間の実績でございますが、令和

５年度の収納見込額につきましては３億

６,８４７万６,６６８円、令和４年度の収

納額につきましては３億７ ,７２９万

１,９６４円、令和３年度の収納額は３億

９,０２０万８,９７３円となってございま

す。 

 減収となる理由を分析した経過でござい

ますけれども、収納額の実績としまして

は、年々減少していることが現状として続

いております。 

 減少の要因は、主に人口減少によるもの

と考えておりますが、近年の物価高騰や節

水型家電の普及、節水意識の向上といった

社会情勢の背景にも原因があると考えてお

ります。 

 次に、令和６年度の積算内訳についてで

すが、下水道使用料の分類は、業務用も含

む一般用と浴場用の２種類となってござい

ます。 

 一般用件数につきましては９万４,７１８件、

これは延べ件数でございますので、１２で

割りますと排水戸数は７,８９３件となりま

す。 

 水量につきましては１３８万４,６２６立

方メートル、金額につきましては３億

６,０７４万２,０００円でございます。 

 浴場につきましては１２件で、排水戸数

につきましては１件、水量は６万６８１立

方メートルであります。 

 金額につきましては３２５万８,０００円、

一般用と浴場用を合わせますと、件数につ

きましては９万４,７３０件、１２で割りま

すと排水戸数につきましては７,８９４件で

ございます。 

 水量につきましては１４４万５,３０７立

方メートルで、金額につきましては３億

６,４００万円を予算計上しているものでご
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ざいます。 

 件数及び水量の算出方法ですが、令和元

年度から令和５年度までの実績に基づき５

年間の伸び率の平均を出して、その平均の

伸び率を令和５年度の実績に乗じて、件数

及び水量を算出しております。 

 以上、御答弁申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 今の課長の説明の

中で、年々下水道使用料の件数や料金が人

口の減少によって減少していると。 

 その中で、やはり使用料が下がれば、現

行の料金体制で現状維持できるのか。 

 今後の見通しも含めて説明をお願いした

いと思います。 

○議長（戸澤義典君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 今後は、さらなる人口減少に伴う収入の

減、また、老朽施設の更新費用の増加、地

震などの災害に備えた危機管理対策など、

下水道を取り巻く環境が一層厳しくなるこ

とを予想しております。 

 生活環境に欠かせないライフラインを維

持、また、健全経営をしていくためには料

金等の適正化を図ることが重要と考えてお

ります。 

 時期及び金額については慎重に検討して

まいりたいと考えておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番馬場博美さん。 

○２番（馬場博美君） ４ ５ ３ ペ ー ジ 、

１款、１項、１目管渠清掃委託料７８０万

円、事業内容及び積算内訳について御説明

をお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 事業内容についてですが、管渠施設の清

掃は、下水道管路閉塞時・緊急時対応と予

防保全のため、管渠清掃を実施しているも

のでございます。 

 法的な定めは特にございませんけれど

も、下水道はライフラインであり、緊急度

は機能上重要な施設で、不具合が生じた場

合による社会的影響が大きい施設であるこ

とから、定期的な管清掃を実施しているも

のでございます。 

 管清掃の実施状況ですが、過去３年を実

績として記載させていただきました。 

 令和３年度から令和５年度まで、年間約

８キロの距離を実施している状況でござい

ます。 

 次に、積算内訳でございます。 

 清掃延長につきましては、令和６年度は

７,９９６メートルを予定してございます。 

 地区につきましては、仲町、鳥里、美

里、報徳でございます。 

 内容的には、清掃に２６２万円、テレビ

カメラ調査に９万円、取付け管のカメラ調

査に２７万円、汚泥処理費に２２万円、交

通誘導員に４０万円、諸経費に４２０万

円、合計７８０万円でございます。 

 以上、御答弁申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 管渠清掃を定期的

にということなのですけれども、その実施

箇所の選定に当たって、今、鳥里のほか、

仲町ということがありましたけれども、ど

のように計画をされているのか、どのよう

な基準に基づいてこの場所を選定して管渠

清掃するのか、お伺いしたいと思います。 

 それと、町民から突発的に下水道管に不

具合が生じたという場合もありますので、

その部分についてはどのように対応するの

か、この２点をお伺いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申
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し上げます。 

 まず１点目の選定という質問でございま

すけれども、年度の古いものから清掃を実

施するということが第一でございます。 

 そのほか、実はストックマネジメント計

画を立てておりまして、この計画を基に、

実際に管渠の修繕だとか、更新、取替えを

現在やっているものでございます。 

 そのストックマネジメント計画の中で、

経過年数に応じた調査、点検の頻度を設定

しております。 

 重要施設につきましては、１５年に一回

の点検を実施しているということと、ま

た、並行して管渠清掃についてもおおむね

１５年に一回となるよう合わせた形で計画

しているというものでございます。 

 また、２点目でございますけれども、不

具合があった場合の対応については、当

然、町民にとっては大事なライフライン

で、例えば、水が流れないということは非

常に大事なことでございます。 

 それにつきましては、即時対応という

か、連絡が来た場合につきましては随時対

応させていただいているのが現状でござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、議案第

３４号の質疑を終わります。 

○議長（戸澤義典君） 議案第３５号令和

６年度美幌町個別排水処理事業会計予算に

ついて、歳入歳出一括して質疑を許しま

す。 

 ２番馬場博美さん。 

○２番（馬場博美君） ４ ８ ３ ペ ー ジ 、

１款、１項、１目浄化槽費、清掃業務委託

料１,９２５万９,０００円、事業内容及び

積算内訳について御説明をお願いいたしま

す。 

○議長（戸澤義典君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 事業の内容についてですが、清掃業務に

つきましては、浄化槽法第１０条「浄化槽

管理者は、環境省令で定めるところによ

り、毎年一回、浄化槽の清掃をしなければ

ならない」と点検頻度が定められており、

法定に基づき実施するものでございます。 

 浄化槽に流れ込んだ汚水は、微生物の働

きによる生物作用によって浄化されますけ

れども、この過程で必ず汚泥やスカムとい

った汚泥の塊が生じます。 

 これらがたまると浄化槽の機能に支障を

来し、処理が不十分になったり、悪臭の原

因になることから、スカムや汚泥の塊を引

き抜き、附属装置や機械類を洗浄する清掃

作業を行います。 

 次に、積算内訳ですけれども、５人槽か

ら１０人槽までの１立米当たり１万２,８４８円

と、町内一円で一律単価としています。 

 人槽によりくみ取り量が違うため、人槽

ごとの積み上げで予算計上しているもので

ございます。 

 全体の戸数は３３９基で、全体金額につ

きましては１,９２５万９,０００円でござ

います。 

 以上、御答弁申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 今の課長の説明で

分かりました。 

 １点だけ再確認というか、教えていただ

きたいと思います。 

 実は、新聞報道で見たのですけれども、

浄化槽の清掃について、個人が設置した場

合、それから町が設置した場合を含めて、

環境省の調査では、２０２２年度では全国

で

６４％が実施していると、北海道では

７４％を清掃していると。 

 今の場合は、町が設置した清掃について

ですけれども、個人が所有している浄化槽
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について、環境省は、自治体を通じて清掃

を促し、高齢者世帯には重い負担となるた

め、清掃費や検査費など国や自治体が補助

する仕組みを２０２３年度の国の補正予算

で創設したと。国は、２０２４年度の当初

予算で８６億円を予算計上したと、新聞に

載っていました。 

 そこで、美幌町において、個人が設置し

た浄化槽は何軒あるのか。そして、個人が

設置した浄化槽に対する毎年１回の浄化槽

の清掃について、町はどのように対応して

いるのか、お伺いします。 

○議長（戸澤義典君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 まず、個人が管理している浄化槽の設置

戸数でございますけれども、把握している

戸数につきましては、現在１７軒でござい

ます。 

 １７軒の清掃業務に関することでござい

ますけれども、基本的には、北海道に届出

をすると、浄化槽法の中で定めがございま

して、個人が設置する場合についても、当

然、北海道に届出をして設置している状況

でございます。 

 基本的に、個人が設置する場合は、あく

までも個人が管理しているものでございま

して、現状、それに対して町で点検だと

か、清掃を依頼しているということではな

く、北海道から直接点検の依頼が行ってい

るということです。 

 実は、今の１７軒というのは、令和５年

度の実績の中で点検、清掃をやっている状

況の報告が町に届いているということでご

ざいます。 

 以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） こ れ で 、 議 案 第

３５号の質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は１５時１３分とします。 

午後３時１０分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後３時１３分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 議案第３６号令和６年度美幌町病院事業

会計予算について、歳入歳出一括して質疑

を許します。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） ５ ０ ５ ペ ー ジ 、

１款、１項、１目の入院収益８億９,３４７

万１,０００円ですが、前年度決算見込みと

の比較による診療科目別の増減理由と併せ

て地域包括ケア病床の稼働率、令和３年か

ら令和５年度の実績見込みの説明をお願い

いたします。 

○議長（戸澤義典君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えさせていただきます。 

 入院収益における前年度決算見込額との

比較による診療科別の増減理由及び地域包

括ケア病床の令和３年度から５年度の稼働

率の見込みについて御説明させていただき

ます。 

 まず、前年度の決算見込額との比較によ

る診療科別の増減理由でございますが、主

な増減理由の１点目として、令和５年度診

療実績を踏まえ、令和６年度として病床利

用率を６５.８％に設定し、各課の入院収益

を積算しているものでございます。 

 ２点目といたしまして、令和６年４月、

脳神経外科診療開始によるものでございま

す。 

 令和６年４月、脳神経外科医師を採用

し、一般診療及び認知症診断・治療に当た

っていただく予定となってございます。 

 ３点目として、令和６年度、夏から秋頃

にかけまして、眼科白内障手術を開始する

ことによるものでございます。 

 機器の納入、設置等に数か月を要すると
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いうことを業者からお聞きしており、手術

の開始時期は、夏から秋頃になる見込みで

ございます。 

 各科の詳細は記載のとおりとなってござ

いますが、合計として８億９ ,３４７万

１,０００円、令和５年度見込みとして８億

３,９７５万９,０００円で、差引き合計は

５,３７１万２,０００円の増となってござ

います。 

 次に、地域包括ケア病床の前年度稼働率

の見込みでございます。 

 地域包括ケア病床につきましては、令和

元年１０月から８床の病床で稼働を開始し

ており、各年度の稼働率につきましては記

載のとおりでございます。 

 ただし、令和５年度につきましては、２月末

までの実績となってございます。 

 以上、御説明させていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 前年度実績を踏ま

えて積算という概要でしたが、この中で一

般内科と、それから整形外科の減少がちょ

っと気になりますので、この辺の理由をお

尋ねしたいです。 

 あわせて、地域包括ケア病床の稼働率が

毎年、少しずつですけれども、下がってき

ておりますので、その減少理由と令和６年

度は何％を稼働率として積算されているの

か、その辺をお尋ねしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） お尋ねの

一般内科と整形外科の減少でございます

が、現在の病床の利用率は、先ほど、令和

５年度の稼働率を踏まえてとお伝えさせて

いただきましたが、令和６年の２月現在で

病床利用率が５４.８％となってございま

す。 

 やはり、令和２年度からのコロナ禍以

降、減少傾向が続いているという実態を踏

まえまして、入院患者数の人数積算を行い

まして、この利用率を設定してございま

す。 

 一番大きな要因としまして、内科と整形

外科の入院の人数が大きく影響を受けてお

りますので、このような数値になってござ

います。 

 地域包括ケアにつきましては、特に改め

て抜き出した利用率の積算をしてございま

せん。一般病床６５.８％積算の中に含まれ

ているものと認識してございます。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） まだコロナ禍の影

響が内科、整形を中心にあるということ

で、これは結果として残念なことですけれ

ども、そのような実績に基づいて、令和６

年度は積算されていると。 

 それでも約６％の収益改善ということ

で、５,４００万円ほど計上されております

ので、これは分かりました。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） 同じく５０５ペー

ジでございます。 

 １款、１項、２目の外来収益８億３,０４４万

６,０００円の前年度決算見込額との比較に

よる診療科目別の増減理由について御説明

をお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えさせていただきます。 

 外来収益における前年度決算見込額との

比較による診療科別の増減理由について御

説明をさせていただきます。 

 前年度決算見込額との比較による診療科

別の増減理由でございますが、外来収益に

つきましては、当初予算に対し堅調に推移

している現状から、１２月の補正は行って

おりませんので、前年度当初の予算比で作

成させていただいております。よろしくお

願いいたします。 
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 それでは、主な増減理由といたしまして

は、１点目、令和５年度診療実績を踏まえ

て計上しているものでございます。 

 先ほども述べさせていただきましたとお

り、外来収益が堅調に推移していることか

ら、前年度同程度として外来収益を積算し

ているものでございます。 

 ２点目として、令和６年４月、脳神経外

科診療開始につきましては、入院収益で述

べさせていただきました内容と同様でござ

いますので、省略をさせていただきます。 

 各科目の詳細は記載のとおりとなってご

ざいますが、合計として８億３,０４４万

６,０００円、令和５年度当初合計として

７億８,９６７万２,０００円で、差引き合

計は４,０７７万４,０００円の増となって

ございます。 

 以上、御説明させていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 前年度との比較で

５.２％伸びております。 

 この中で、小児科が１,４１２万６,０００円

ということで、外来患者がかなり増えてお

りますが、特定の疾病だとか、そのような

ことが要因なのか、その辺について御説明

いただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） 際立った

要因というところまではいかないのかもし

れませんけれども、増加となった要因とし

まして、コロナ禍により検査受診が非常に

増えたということが、去年の状況でござい

ました。 

 今年につきましては、検査状況としては

多少、減少傾向にございますけれども、逆

に、コロナ禍が落ち着いたことに伴ってイ

ンフルエンザの関係が増えているという状

況にございますので、人数を増として見込

んでいるという状況でございます。 

 今の内容は、小児科の状況ということで

お伝えをさせていただきました。 

 他の科目についてのお伝えではございま

せん。失礼いたしました。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） それでは、５０８

ページ、１款、１項、１目、病院事業費

用、医業費用、給与費についてです。 

 まず、質問としては、職員数についてと

いうことで、令和５年度末の職員数、令和

５年度末の中途退職者数、令和６年度の採

用人数による令和６年度当初の不足人数に

ついて。 

 そして、補充計画及び不足はどの部署に

生じるのか、よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） ただいま

の質問にお答えさせていただきます。 

 令和５年度末の職員数、令和５年度末の

中途退職者数、令和６年度の採用人数によ

る令和６年度当初の不足人数及び補充計画

と、不足はどの部署に生じるのかについて

御説明させていただきます。 

 それでは、１点目の令和５年度末の職員

数につきましては、資料に記載をさせてい

ただいておりますので、お目通しをお願い

いたします。 

 ２点目の令和５年度末の中途退職者数に

つきましては、資料の２行目に記載させて

いただきました４名で、職種については記

載の内容となってございます。 

 ３点目の令和６年度の採用人数による令

和６年度当初の不足人数につきましては、

１３名として記載をさせていただいており

まして、職種、人数につきましては、資料

のとおりでございます。 

 ４点目の補充計画でございますが、ハロ

ーワークや町広報など公的機関による募集

はもとより、得難い職種については人材紹

介会社を活用し、さらには、地域新聞広告

等、応募者の目に留まるような採用活動を



－ 405 － 

行ってまいりたいと考えてございます。 

 なお、不足部署につきましては、不足人

員が記載されている各部署を記載させてい

ただいておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 以上、御説明させていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） この数字を見ま

すと、中途退職がたしか数年前も同じぐら

いいたのですけれども、人員不足という

か、相当頑張っても足りないのかなと。 

 入院の収益が数年前から下がっていて、

経費を考えると、収益の赤字分は入院分だ

と思うのです。 

 この入院というところと、ここで言うと

ころの病棟の看護師不足というのは、影響

があるのかないのか。 

 あと、たまたまこれを見た中で、放射線

技師も足りないと書いていますけれども、

今回は新しく放射線の先生が来る中で、業

務上、支障が出ないのかどうか、まずここ

をお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） お答え申し

上げます。 

 入院収益と病棟の職員との関連について

でございますが、当然、病棟におきまして

は、必要な人員について不足は生じており

ますが、現状の入院患者をケアしていける

人材についてはそろっていると思っており

ます。 

 ただ、病棟は年間通じて稼働しているわ

けでございますので、その職員のシフトの

管理ですとか、シフトを組む上で若干影響

が出ていると考えているところでございま

す。 

 やはり、働き方改革等、働く職員の負担

軽減を含めますと、定員の充足というのは

必要かなと考えておりますので、職員が不

足しているから入院収益が減少になってい

るということではございません。 

 また、放射線技師が１名、１２月に退職

をしてございます。 

 この職員の採用に当たりましては、休日

夜間、救急体制の中で非常に御努力されて

勤務の負担が大きいということもありまし

て、医師の負担軽減並びに放射線技師の負

担軽減ということで、この２通りの目的を

持って１名を採用したわけでございま

すが、自己都合退職ということで今回、

１２月に１名が退職となっているところで

ございます。 

 従来から放射線技師の体制としては３名

ということでやっておりましたので、当

然、負担はかかっていると思いますが、現

状に大きな支障があるとはなってございま

せん。 

 御理解をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

○議長（戸澤義典君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 数年前、看護師

等についても、美幌町の病院で働いた場

合、補助制度だとか、ある程度はしっかり

組んでいるのかなと思うのですけれども、

これだけ現況で先生もきちんと増えますよ

と、診療科目も増えますよとなると、そし

て、看護師さんの職種に対する勉強、いろ

いろな科目の勉強も必要になると思うので

す。 

 先ほどのシフトの関係も含めまして、看

護師どころか看護助手まで足りないとなり

ますと、誰にしわ寄せが行くのかとなりま

す。 

 正直、１３人の採用は当然やらないとい

けないと思うのですけれども、現状の美幌

町の補助制度でも足りないのか、実は、そ

れは十分だけれども、美幌町に来る可能性

が少ないのかなとか、何か明確に答えられ

るものがありましたら、ぜひ答えてくださ

い。 

 あと、人数が足りないということは、や
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はり１３人の採用について、どのようにい

つぐらいまでに達成できるのかを含めて、

回答をお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 御答弁申し

上げます。 

 職員の採用に当たりましては、全国的な

看護師不足、介護職員の不足ということ

が、この地域においても言われているわけ

でございます。 

 タイミングといいますか、看護師さんた

ちのお考え、コロナ禍でこれまで負担を大

きく感じていらっしゃった方とか、もしく

は、自分のライフワークといいますか、そ

のようなものを目指して転職される方と

か、様々な理由で転勤といいますか、職場

を替える方がいらっしゃいます。 

 ですから、補助制度が充実しているから

ということで、当然それは大きな影響があ

ると思っておりますが、それよりもやは

り、勤務する環境、美幌町の国保病院の事

業といいますか、そのようなものの魅力と

か、職場の働きやすさとか、そのようなも

のが影響していることもあります。 

 補助制度云々というのは当然、重要なの

ですが、環境を整えることが大切だと考え

ているところでございます。 

 先ほど申し上げましたが、タイミングと

いうものがございまして、その時々の看護

師さんたちの考え方、技術職員も含めてあ

ると思いますので、当然、採用側としては

積極的に採用していけるように、あらゆる

手段を取りながら採用していくわけでござ

いますが、できましたら、次年度、きちん

と計画した中で採用ができればと考えてお

りますし、採用できないとしても、採用活

動については続けていくということになろ

うかなと考えてございます。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） ５ ０ ９ ペ ー ジ の

１款、１項、１目、費用の関係ですが、給

与費の報酬、臨時医師報酬１億１,７７０万

８,０００円の令和３年度から５年度の実績

見込みとの増減理由について御説明をお願

いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えさせていただきます。 

 臨時医師報酬における令和３年度から

５年度見込みの主な増減理由について御説

明させていただきます。 

 令和３年度から４年度の増加要因といた

しましては、内科常勤医師が令和３年８月

末に一度退職をし、その後、１０月から非

常勤として勤務していただいたことによる

ものでございます。 

 また、令和４年度から５年度の増減理由

といたしましては、内科非常勤医師が令和

４年８月に離職したこと、他の内科非常勤

医師の勤務について、週１回の木曜日に勤

務していたところ、月曜日の午前、火曜日

の午後を追加し、週２日勤務となったこと

による増減が理由でございます。 

 令和５年度から６年度の増減理由でござ

いますが、白内障手術に伴う手術報酬と、

時間外手術に対応するため麻酔科医報酬の

増によるものが、主な要因でございます。 

 以上、御説明させていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 令和６年度の中

で、小児科の報酬がゼロになっていますけ

れども、過去３か年間は僅かにそれぞれあ

ったのですが、必要なくなった理由。 

 それからもう一つ、手術対応ということ

で、麻酔科医の報酬が増えておりますが、

麻酔科医の招聘というのは今どこの機関に

お願いして、実際に何人ぐらい来て手術対

応しているのか、分かれば教えてくださ

い。 

○議長（戸澤義典君） 病院総務課長。 
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○病院総務課長（以頭隆志君） ２点の御

質問ということで、まず１点目、小児科医

の報酬がゼロになっているということでご

ざいます。 

 今まで３歳児健診、乳幼児健診等で報酬

をお支払いしていた状況にございますが、

高齢によりまして、今年度末で終了し、常

勤の医師で対応することになったため、ゼ

ロになっております。 

 ですが、それとは別に週１回の小児科の

外来診療につきましては、小清水日赤から

先生に来ていただいております。 

 それに対し委託料としてお支払いをして

おり、この中では記載されておりません

が、そのような状況になってございます。 

 麻酔科医の関係でございますが、今現

在、それぞれ毎週金曜日、第１週と第３

週、第２週と第５週、第４週の先生という

ことで、個人３名の先生に来ていただいて

手術を行っているという状況でございま

す。 

 札幌から来ていただく先生もおります

し、東京から来ていただく先生もおります

し、また帯広から来ていただく先生もいら

っしゃいまして、毎週金曜日に手術を行っ

ているというのが現状でございます。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） 次は、５１３ペー

ジの１款、１項、３目の経費の中の手数

料、医師・薬剤師等募集紹介手数料７１５

万６,０００円、令和３年度から令和５年度

の実績見込み、職種別の人数、予算内訳に

ついて説明をお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えさせていただきます。 

 医師・薬剤師紹介手数料の令和３年度か

ら令和５年度見込み及び令和６年度職種別

人数について御説明させていただきます。 

 まず、人材確保についてでございます

が、公的機関の求人のみでは、必要な医療

人材の確保が難しいという現状にあること

から、紹介会社の活用を行い全国に人材を

求め、採用活動を行っている状況でござい

ます。 

 令和３年度から５年度までの職種別、金

額につきましては、資料に記載をさせてい

ただいたとおりとなってございます。 

 また、令和６年度職種別人数といたしま

しては、退職補充として看護師３名、３８７万

３,７２６円、欠員補充として薬剤師１名、

２６２万２,１１４円を計上してございま

す。 

 昨年度まで計上していた非常勤医師につ

いてでございますが、資料に記載させてい

ただきましたとおり、１年間の手数料の支

払いが終了したことから、今年度は計上し

ていない状況でございます。 

 以上、御説明をさせていただきました。

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 状況は分かりまし

た。 

 それで今回、医師の予算計上が行われな

いということで、令和６年度は既に説明い

ただいたように、脳神経外科が常勤で配置

されるということで、多分、常勤の先生が

８人体制になるのでしょうか。 

 令和６年度で特に計上されていないとい

うことは、いわゆる人材紹介会社以外の方

法で病院としてはいろいろな情報発信をし

て、もし、希望の先生がいれば招聘したい

という考え方なのか、その辺のこと。 

 あわせて、今、常勤が８人だと思うので

すが、非常勤の先生を含めて常勤換算した

ときに何人になるのか。 

 病院で８人ではなくて９人なのか分かり

ませんが、その辺についてもお教えくださ

い。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 御答弁申し
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上げます。 

 職員の採用は、紹介会社オンリーではな

くて、あくまでも自主的な応募といいます

か、そのようなものがまず基本にございま

す。 

 その上で、横のつながりといいますか、

本来であれば、大学医局とのお付き合いと

か、そのようなものもあるのでしょうけれ

ども、当院の場合は、その大学医局とのつ

ながりが薄いということもありまして、そ

れ以外のつながりの中で採用していくとい

うことも一つの方法だと考えております。 

 また、最終的に、今の医師はじめ、職員

に応募される方というのは、紹介会社を通

じて自分の働くべき職場を探していくとい

うことも主流になっています。 

 当然、採用に当たっては、マッチングと

いうものがございますので、こちらを活用

しながらうちの病院、地域医療に携わって

いただける、そのような志のある職員の皆

様については面接を通じて採用していくと

いう考え方になってございます。 

 常勤のみならず非常勤の先生を含めた常

勤換算の数値でございますが、正確な数字

は、今、手元にはないのですけれども、間

違いなく１０人以上の換算にはなっている

と考えてございます。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ３番横山清美さん。 

○３番（横山清美君） 予算書５１３ペー

ジ、１款、１項、３目病院事業費用、医業

費用、経費の中のオンライン診療システム

利用料について。 

 考えていますオンライン診療の仕組み並

びに想定する人数、そして、導入はいつ頃

なのか、また、周知方法等につきまして、

質疑をさせていただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） ただいま

の質問にお答えさせていただきます。 

 オンライン診療の仕組み等について御説

明させていただきます。 

 オンライン診療につきましては、情報通

信機器を用いて、医師が離れた場所にいる

患者様とリアルタイムに診療する行為のこ

とでございます。 

 今回、導入するシステムにつきまして

は、インターネットが使える環境であれ

ば、患者様のスマートフォンやタブレット

などを用いて、ビデオ通話により自宅など

で診察が受けられるシステムでございま

す。 

 手順としては、資料に記載のとおりでご

ざいますが、特に、専用のアプリを使用す

ることなく、ビデオ通話で診察を受けるこ

とができるものでございます。 

 ただし、診察料金の精算につきまして

は、そのシステムではできませんので、御

本人の御希望により、コンビニの振込用

紙、または、御協力いただける方等により

窓口で精算をしていただくものでございま

す。 

 なお、対象となる患者様は、主に内科系

の慢性疾患で定期受診されている方を予定

してございます。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 導入時期に

ついて私から御答弁させていただきたいと

思います。 

 オンライン診療を始めるに当たりまし

て、医師の資格といいますか、研修を受け

ていただく必要がありまして、現在、当院

の医師の中には１名、資格を有している医

師がおりますが、それ以外の研修について

はこれからということでございますので、

しっかり体制が整った中で運用開始したい

と思ってございます。 

 当然、外来の職員を含めて、流れのシス

テム化といいますか、そのようなものも含

めてやっていく必要がありますので、４月

に入ってすぐというわけにはいかないので

すけれども、できるだけ早い時期での開始
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をしたいと考えているところでございま

す。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） 一つだけ確認をさ

せてください。 

 会計の決済方法なのですが、オンライン

診療ということは、要は、行かずにそこで

済むということを考えたときに、決済もス

マホ、携帯でできるような流れを今後検討

していただければなと思います。 

 以上をもってこの質問を終わりたいと思

います。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ３番横山清美さん。 

○３番（横山清美君） それでは、予算書

の５２１ページ、１款、１項、２目資本的

支出の関係、機器及び備品購入費、眼科手

術用機器の整備について。 

 機械の設置及び手術可能となるまでのタ

イムスケジュールについて質疑させていた

だきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えさせていただきます。 

 眼科手術機器及び手術可能となるタイム

スケジュール等について御説明させていた

だきます。 

 まず、機器及び備品購入費１億２,７８８万

８,０００円のうち、眼科手術関連機器につ

きましては７,６５６万円となってございま

すので、御理解をお願いいたします。 

 眼科手術機器は、海外製の製品と国内製

の製品がございます。 

 海外製につきましては、４月に入札を実

施してから納入まで三、四か月を要すると

お聞きしており、国内製品につきまして

も、製造までの期間を要することから、同

程度の期間が必要だと業者から聞いている

状況でございます。 

 このため、手術可能となる時期は夏から

秋頃になると想定しており、手術実施につ

きましては、術後の管理を含めて１泊２日

入院を予定しており、手術日は隔週の水曜

日、午後に実施することで考えてございま

す。 

 以上、御説明させていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） 一、二点、質問を

させていただきたいと思います。 

 まず、時期は理解をいたしました。 

 今、町民が、白内障を含めて、結構、北

見ですとか札幌に行く状況を考えたときに

は、非常にいい手術だと思います。 

 現状、この１泊２日という形の入院を予

定しているのですが、今、北見やどこへ行

っても、白内障手術は日帰りがほとんどだ

と思いますので、日帰りは想定されていな

いのかという部分と、水曜日の午後から手

術し、１泊２日でやったときに、半日で何

人ぐらいの手術者を想定しているのか、そ

の辺をまず確認させていただきたいと思い

ます。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 御答弁申し

上げます。 

 日帰りの手術についてでございますが、

議員がおっしゃるとおり、今、町外の北見

市のクリニック等で行われている手術につ

きましては、日帰りということでお聞きし

てございます。 

 しかしながら、実際に執刀いただける旭

川医科大学の先生からのお話では、やはり

術後の管理ということで、入院して確認し

ていただき、安心して術後の管理をしてい

くという考えが非常にありまして、美幌に

ついては、安心・安全に実施できるように

ということで、１泊２日を考えていくとお

聞きしてございます。 

 あと、件数につきましては、まだ実際に
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やっていないということもありまして、先

ほど申し上げましたとおり、安心・安全で

ということが大前提になってくると思いま

すので、初めはスロースタートということ

になろうかなと思っております。 

 順調に推移すると１日４件とか、そのよ

うなものが可能かなと思っておりますが、

スロースタートということで、１日２件程

度からスタートできればと、今、旭川医科

大学の先生たちと御協議させていただいて

いるところでございます。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） 最後に、今回想定

されているのは白内障の手術なのですが、

それ以外に、眼科の絡みでいけば緑内障で

すとか、糖尿病網膜症、それから網膜剝離

なども想定されると思うのですけれども、

この辺の今後の予定だけ聞いて終わりたい

と思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 御答弁申し

上げます。 

 様々な目に関する病気があるということ

は承知しておりますが、うちの病院におい

ては、まずは白内障の手術をスタートさせ

るということでお話をさせていただいてお

りますので、その他の疾患の手術について

は、今のところ、考えていないというとこ

ろでございます。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番馬場博美さん。 

○２番（馬場博美君） それでは、５２１

ページ、１款、１項、１目工事請負費、病

室エアコン設置工事３１８万５,０００円、

具体的な設置箇所及び積算内訳について御

説明をお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えさせていただきます。 

 エアコンの具体的な設置箇所及び積算内

訳について御説明をさせていただきます。 

 病棟におけるエアコンの設置状況でござ

いますが、平成２８年度に療養環境改善を

目的として、資料に記載をさせていただき

ました紫色の箇所、１２か所にエアコンの

室内機を設置し、夏場は各部屋の扉を開閉

し室温の維持に努めておりました。 

 また、緑色で示した箇所につきまして

は、建設当時から設置されているもの、本

年に設置した３２３号室を含め、合計１０

か所となってございます。 

 今回、設置予定の箇所につきましては、

感染症患者受入れに対応できるよう５か所

に設置する予定でございます。 

 具体的な箇所につきましては、２階が

３室、３階が２室で、号数につきましては

資料に記載させていただいてございます。 

 次に、積算内訳でございますが、資料に

記載のとおり５室で３１８万４,５００円と

なってございます。 

 各室の金額誤差でございますが、室外機

の設置箇所までの延長の違いにより、工事

費が異なるものでございます。 

 以上、御説明させていただきました。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 今、課長の説明の

中で、２点ほど再確認したいと思います。 

 １点目は、今回の設置箇所については分

かりました。ほかの病室でエアコンが設置

されてないところは、この通路側のエアコ

ンだけで本当に大丈夫なのか。 

 去年みたいに物すごく暑い時期もあった

ということで、今後もまた本当に暑い時期

が予想されます。患者のことを考えたとき

に、病室には全部エアコンを設置すべきで

はないかと思います。 

 ２点目、病院全体を見ますと、去年から

エアコン設置をやっていますけれども、全

体的にまだ設置されていない箇所があるの
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ではないかと。これ、間違っていたらすみ

ません。 

 例えば、ナースステーションとか、それ

から外来患者の診察室ですとか、当直室と

か。設置されていたらすみません。 

 私は、全部にエアコンを設置すべきと、

必要ではないかと思いますけれども、そこ

ら辺の実態はどうなのか、その２点をお伺

いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） ただいま

御質問いただきました２点についてお答え

させていただきます。 

 他のエアコンが設置されていない病室

で、通路のエアコンのみで大丈夫かという

ことでございますが、平成２８年にエアコ

ンを設置しまして、その運用を今まで続け

てございます。 

 工夫をしながらという部分においては、

扇風機を一部使いながら部屋に引き込むと

か、そのような対応をしている部分はあり

ますけれども、苦情の出るような状況には

至っていないと認識してございます。 

 また、全体的な部分として、ナースステ

ーションや当直室、外来診察室等というこ

とでございますが、その３点、ナースステ

ーションと当直室と外来診察室につきまし

ては、設置されている箇所と認識をしてお

りますが、中には設置されていない、例え

ば会議室というところ、ついていない箇所

もありますけれども、そこは今後の改善点

ということで捉えておりますので、御理解

をいただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、議案第３６号

の質疑を終わります。 

─────────────────── 

◎延会の議決 

○議長（戸澤義典君） お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日はこれで延会すること

に決定しました。 

─────────────────── 

◎延会宣告 

○議長（戸澤義典君） 本日は、これで延

会します。 

 お疲れさまでした。 
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